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第１章 総 則 
 

第１節 計画策定の目的 

 
この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４２条の規定に基づき、遠軽町防災会

議が作成する計画であり、遠軽町の地域において、予防、応急及び復旧等の災害対策を実施するに当た

り、防災関係機関（遠軽町、遠軽町の区域を管轄し、若しくは、区域内に所在する指定地方行政機関、

自衛隊、北海道、警察、消防、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体及びその他防災上重要な

施設の管理者等をいう。以下同じ。）が、その機能の全てをあげて住民の生命、身体及び財産を災害等

から保護するため、次の事項を定め本町防災の万全を期すことを目的とする。 

  

１  防災関係機関が処理すべき防災上の事務又は業務の大綱 

２  災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に必要な防災の組織に関すること 

３  災害の未然防止と被害の軽減を図るための施設の新設及び改善等災害予防に関すること 

４  災害が発生した場合の給水、防疫、食料供給等災害応急対策に関すること 

５  災害復旧に関すること 

６  防災訓練に関すること 

７  防災思想の普及に関すること 

 

第２節 計画の構成 
 

 遠軽町地域防災計画は本編と資料編をもって構成する。 

 ただし、本計画は、水防法（昭和２４年法律第１９３号）に基づく遠軽町水防計画とも調整を図るも

のとする。 

 

第３節  用   語 
 

 この計画において次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 

基本法       災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号） 

 救助法       災害救助法（昭和２２年法律第１１８号） 

町（長）    遠軽町（長） 

本部（長）     遠軽町災害対策本部（長） 

 町防災会議     遠軽町防災会議 

 町防災計画     遠軽町地域防災計画 

要配慮者       高齢者、障がい者、乳幼児その他の災害時に特に配慮を要する者 

避難行動要支援者   要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自

ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

め特に支援を要する者 

 

第４節 計画の修正要領 
  

町防災会議は、基本法第４２条に定めるところにより計画に随時検討を加え、おおむね次に掲げるよ

うな事項について必要があると認めるときは、修正の基本方針を定めこれを修正するものとする。 

１ 社会、経済の発展に伴い計画が社会生活の実態と著しく遊離したとき。 

２ 防災関係機関が行う防災上の施策によって計画の変更（削除）を必要とするとき。 

３ 新たな計画を必要とするとき。 

４ 防災基本計画の修正が行われたとき。 

５ その他町防災会議会長が必要と認めたとき。 

なお、計画の部分的な修正についても同様とする。 
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第５節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大網 

  

防災に関し、防災関係機関が処理すべき防災上の事務又は業務の大綱は、次のとおりとする。 

  なお、事務又は業務を実施するに当たり、防災関係機関等の間、住民等の間、住民等と行政の間で防

災情報が共有できるように必要な措置を講ずるものとする。 

１ 指定地方行政機関 

機関名 事務又は業務 

網走開発建設部 

（遠軽開発事務所） 

（北見農業事務所） 

 

 

 

(1) 災害に関する情報の伝達、収集に関すること。 

(2) 災害対策用機材等の支援に関すること。 

(3) 国道の整備並びに災害復旧に関すること。 

(4) 直轄河川の整備並びに災害復旧に関すること。 

(5) 直轄砂防施設の整備並びに災害復旧に関すること。 

(6) 国営農業用施設の整備及び防災管理並びに災害復旧に関すること。 

北海道農政事務所 

(北見地域拠点） 

 

(1) 災害時における応急用食料の調達及び供給に関すること。 

(2) 災害応急飼料対策において、要請に応じて応急飼料として飼料作物を 

提供する等、必要な措置を行うこと。 

網走西部森林管理署 (1)  所轄国有林につき保安林の配置適正化と施業合理化に関すること。 

(2)  所轄国有林の復旧治山及び予防治山に関すること。 

(3)  林野火災の予防対策に関すること。 

(4)  町の要請に基づく緊急対策及び復旧用材の供給に関すること。 

網走地方気象台 (1)  気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関すること。 

(2)  気象業務に必要な観測体制の充実を図るとともに、予報、通信等の施 

設及び設備の整備に努めること。 

(3)  気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限 

る）、水象の予報及び特別警報、警報・注意報、並びに台風、大雨、竜 

巻等突風に関する情報等を適時・的確に防災機関に伝達するとともに、 

これらの機関や報道機関を通じて住民に周知できるように努めること。 

(4)  気象庁が発表する緊急地震速報（警報）について、緊急地震速報の利 

用の心得などの周知・広報に努めること。 

(5)  町が行う避難指示等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ等の作 

成に関して、技術的な支援・協力を行うこと。 

(6)  災害の発生が予想されるときや、災害発生時において、町に対して気 

象状況の推移やその予想の解説等を適宜行うこと。 

(7)  町やその他の防災関係機関と連携し、防災気象情報の理解促進、防災 

知識の普及啓発活動に努めること。 

北海道総合通信局 (1)  被災における通信の確保に関すること及び非常通信の訓練、運用、管 

理を行う。 

(2)  非常通信協議会の運営に関すること。 

北見公共職業安定所 

遠軽出張所 

(1)  被災地域における労働力の確保に関すること。 

(2)  被災離職者の職業相談に関すること。 

 

２ 自衛隊 

機関名 事務又は業務 

陸上自衛隊 

第２５普通科連隊 

(1)  災害派遣要請権者の要請又は自主的な部隊等の派遣に関すること。 

(2)  災害派遣部隊による被害状況の把握、避難の援助、遭難者の捜索救助 

活動、水防活動、消防活動、応急医療・救護及び防疫、人員及び物資の 

緊急輸送並びに炊飯支援及び給水支援に関すること。 
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３ 北海道 

機関名 事務又は業務 

オホーツク 

総合振興局 

(1) 防災に関する組織の整備、物資及び資材の備蓄等その他災害予防措置 

に関すること。 

(2)  災害応急対策及び災害復旧対策に関すること。 

(3)  町及び指定地方公共機関の処理する防災に関する事務及び業務の実施 

支援並びに総合調整に関すること。 

(4)  自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

(5)  災害救助法の適用及び救助の実施指導に関すること。 

網走建設管理部 

遠軽出張所 

(1)  水防技術の指導に関すること。 

(2)  災害時の関係河川の水位、雨量の情報収集及び報告に関すること。 

(3)  被災地の交通情報の収集に関すること。 

(4)  災害時の関係公共土木被害調査及び災害応急対策に関すること。 

網走農業改良普及セ

ンター遠軽支所 

(1)  被災農作物、家畜の防疫及び伝染病予防対策に関すること。 

(2)  被災農作物の技術指導に関すること。 

オホーツク総合振興

局西部森林室遠軽事

務所 

(1)  被災林野の病虫害異常発生の防疫対策に関すること。 

(2)  被災林野の復旧技術指導に関すること。 

(3)  林野火災の予消防に関すること。 

オホーツク総合振興
局保健環境部紋別地
域保健室 

(1)  災害時の応急医療、給水、防疫、感染症対策、環境衛生保持及び食品 

衛生保持、医薬品及び衛生材料等の需給に関すること。 

オホーツク教育局 (1)  災害時における被災児童及び生徒の救護並びに応急教育の実施に関す 

ること。 

(2)  文教施設及び文化財の保全対策等の実施に関すること。 

 

４ 北海道警察 

機関名 事務又は業務 

北海道警察北見方面

遠軽警察署 

(1)  住民の避難誘導及び救出救助並びに緊急交通路の確保に関すること。 

(2)  災害情報の収集に関すること。 

(3)  被災地、指定緊急避難場所、危険箇所等の警戒に関すること。 

(4)  犯罪の予防、取締り等に関すること。 

(5)  危険物に対する保安対策に関すること。 

(6)  広報活動に関すること。 

(7)  防災関係機関が行う防災業務の協力に関すること。 
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５ 遠軽町 

機関名 事務又は業務 

遠軽町 (1)  町防災会議の事務に関すること。 

(2)  本部の設置及び組織の運営に関すること。 

(3)  被災者に対する給水、給食及び諸物資の供給に関すること。 

(4)  災害応急対策及び災害復旧対策の実施に関すること。 

(5)  防災上必要な教育及び訓練に関すること。 

(6)  防災思想の普及及び啓発に関すること。 

(7)  防災組織の整備及び防災用資機材の備蓄に関すること。 

(8)  災害に関する情報の収集、伝達及び広報並びに被害状況の調査に関す 

ること。 

(9)  災害の予防と拡大の防止に関すること。 

(10) 被災者に対する救助並びに救護及び救援に関すること。 

(11) 町内の関係団体が実施する災害応急対策等の調整に関すること。 

(12) 災害時の交通及び輸送の確保に関すること。 

(13) 避難の指示又は高齢者等避難情報に関すること。 

(14) 災害時における保健衛生対策に関すること。 

(15) 要配慮者の擁護に関すること。 

(16) 自主防災組織の充実に関すること。 

(17) 住民の自発的な防災活動の促進に関すること。 

(18) 災害ボランティアの受け入れに関すること。 

遠軽町教育委員会 (1)  災害時における被災児童及び生徒の救護並びに応急教育の実施に関す 

ること。 

(2)  避難等に係る公立学校施設の使用に関すること。 

(3)  文教施設及び文化財の保全対策等の実施に関すること。 

 

６ 消防 

機関名 事務又は業務 

遠軽地区広域組合消

防本部・消防署・遠

軽町消防団 

(1)  災害時における人命救助、財産保護、消防及び水防活動に関すること。 

(2)  災害時における住民の避難誘導に関すること。 

(3)  町が行う災害対策への協力に関すること。 
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７ 指定公共機関 

機関名 事務又は業務 

日本郵便株式会社 

遠軽郵便局 

(1)  災害時における郵便輸送の確保及び郵便業務運営の確保に関するこ 

と。 

(2)  郵便の非常取扱いに関すること。 

(3)  郵便局の窓口掲示板等を利用した広報活動に関すること。 

北海道旅客鉄道株式

会社遠軽駅 

(1)  災害時における鉄道輸送の確保に関すること。 

(2)  災害時における救援物資の緊急輸送及び避難者の輸送支援に関するこ 

と。 

東日本電信電話株式

会社北海道事業部 

 

(1)  気象官署からの警報伝達に関すること。 

(2)  非常及び緊急通信の取扱い、電報電話の利用制限の実施及び重要通信 

の確保に関すること。 

北海道電力ネットワ

ーク株式会社北見支

店遠軽ネットワーク

センター・旭川水力

センター遠軽土木課 

(1)  電力供給施設の防災対策に関すること。 

(2)  災害時における電力の円滑供給の実施に関すること。 

(3)  ダムの放流等についての関係機関との連絡調整に関すること。 

日本赤十字社北海道

支部遠軽分区 

(1)  医療、助産、死体処理等の救助業務の実施に関すること。 

(2)  防災ボランティア（民間団体及び個人）の行う救助活動の連絡調整に 

関すること。 

(3)  災害義援金募集（配分）委員会の運営に関すること。 

遠軽町赤十字奉仕団 (1)  災害時における救援活動等の協力に関すること。 

(2)  被災者に対する食料配給の実施に関すること。 

 

８ 指定地方公共機関 

機関名 事務又は業務 

遠軽医師会 (1)  災害時における救急医療の協力に関すること。 

(2)  災害時における医療関係機関との連絡調整に関すること。 

北見歯科医師会遠軽

歯科医師団 

(1)  災害時における歯科医療の協力に関すること。 

(2)  災害時における歯科医療関係機関との連絡調整に関すること。 

一般社団法人北海道

薬剤師会遠軽支部 

(1)  災害時における調剤、医薬品の供給に関すること。 

社団法人北海道獣医

師会オホーツク支部

遠軽班 

(1)  災害時における飼養動物の対応に関すること。 

北見地区バス協会及

び（社）北見地区ト

ラック協会 

(1)  災害時における人員、緊急物資及び災害対策用資材等の緊急輸送の支 

援に関すること。 

(2)  災害時における復旧資材の輸送協力に関すること。 

遠軽町社会福祉協議

会 

(1)  要配慮者の支援に関すること。 

(2)  災害時におけるボランティア活動の支援に関すること。 
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９ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者                                            

機関名 事務又は業務 

えんゆう農業協同組

合（町内各支所） 

(1)  共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧対策に関すること。 

(2)  被災組合員に対する融資及びそのあっせんに関すること。 

(3)  共済金支払いの手続に関すること。 

(4)  町が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

遠軽地区森林組合 (1)  共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧対策に関すること。 

(2)  被災組合員に対する融資及びそのあっせんに関すること。 

(3)  共済金支払いの手続に関すること。 

(4)  町が行う被害状況調査及び応急対策の協力に関すること。 

遠軽商工会議所・ 

えんがる商工会 

(1)  災害時における物価の安定及び救援物資、復旧資材確保の協力に関 

すること。 

自治会 (1)  自治会内住民に対する災害に関する情報の伝達に関すること。 

(2)  自治会内において発生した災害情報の通報に関すること。 

(3)  町が行う災害対策への協力に関すること。 

一般病院・診療所 (1)  災害時における救急医療及び防疫対策についての協力に関するこ 

と。 

運送事業者 (1)  災害時における救援物資及び応急対策用物資の緊急輸送業等につい 

て関係機関の支援を行うこと。 

危険物関係施設の管

理者 

(1)  災害時における危険物の保安に関すること。 

電気通信事業者 (1)  災害時における電気通信の確保に関すること。 

遠軽町民生委員児童

委員協議会 

(1)  要配慮者に係る情報の把握及び共有に関すること。 

(2)  避難行動要支援者の支援に関すること。 
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第６節 住民及び事業者の基本的責務 

 
いつでもどこでも起こりうる災害に対し、人的被害、経済被害を軽減する減災の取組を推進し、安全・

安心を確保するためには、行政による災害対策を強化し「公助」を充実させていくことはもとより、町

民一人一人や事業者等が自ら取り組む「自助」や、身近な地域コミュニティにおいて住民等が力を合わ

せて助け合う「共助」が必要となることから、個人や家庭、民間の事業者や団体等、様々な主体が連携

して、災害に関する知識と各自の防災・減災対応に習熟し、その実践を促進する町民運動を展開するも

のとする。 

 

第１ 住民の責務 

「自らの身の安全は自らが守る」という防災の基本に立ち、平常時から防災に関する知識の習得や

食品、飲料水をはじめとする生活必需物資の備蓄など、自ら災害に対する備えを行うとともに、防災

訓練など自発的な防災活動への参加や災害教訓の伝承に努めるものとする。 

また、災害時には、まず、自らの身の安全を守るよう行動した上で、近隣の負傷者や避難行動要支

援者への支援、指定避難所における自主的活動、道、町及び防災関係機関が実施する防災活動への協

力など、地域における被害の拡大防止や軽減への寄与に努めるものとする。 

１ 平常時の備え 

(1) 避難の方法（避難路、指定緊急避難場所等）及び家族との連絡方法の確認 

(2) 最低３日分、推奨１週間分の食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、トイレットペーパー、

女性用品、ポータブルストーブ等の備蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池、携

帯電話充電器等）の準備、自動車へのこまめな満タン給油及び自宅等の暖房・給湯用燃料の確保 

(3)  隣近所との相互協力関係のかん養 

(4)  災害危険区域等、地域における災害の危険性の把握 

(5)  防災訓練、研修会等への積極的参加による防災知識、応急救護技術等の習得 

(6)  町内会や自治会における要配慮者への配慮 

(7)  自主防災組織の結成による備蓄や訓練の実施 

(8)  保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等を行う。 

２ 災害時の対策 

(1)  地域における被災状況の把握 

(2)  近隣の負傷者・避難行動要支援者の救助 

(3)  初期消火活動等の応急対策 

(4)  指定避難所での自主的活動や住民が主体となった指定避難所運営体制の構築 

(5)  防災関係機関の活動への協力 

(6)  自主防災組織の活動 
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第２ 事業者の責務 

従業員や施設利用者の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域への貢献・地域との共生等、

災害時に果たす役割を十分に認識し、各事業者において災害時に業務を継続するための事業継続計画

（ＢＣＰ）を策定するとともに、防災体制の整備や防災訓練の実施、取引先とのサプライチェーンの

確保等の事業継続上の取組を継続的に実施するなどの取組を通じて、防災活動の推進に努めるものと

する。 

１ 平常時の備え 

(1)  災害時行動マニュアル及び事業継続計画（ＢＣＰ）の策定 

(2)  防災体制の整備及び事業所の耐震化の促進 

(3)  防災訓練の実施及び従業員等に対する防災教育の実施 

(4)  燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応 

２ 災害時の対策 

(1)  事業所の被災状況の把握 

(2)  従業員及び施設利用者への災害情報の提供 

(3)  施設利用者の避難誘導 

(4)  従業員及び施設利用者の救助 

(5)  初期消火活動等の応急対策 

(6)  ボランティア活動への支援等、地域への貢献 

 

第３ 町民及び事業者による地区内の防災活動の推進 

１ 町は、町内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者（要配慮者利用施設の

施設管理者を含む）（以下、「地区居住者等」という。）は、当該地区における防災力の向上を図るた

め、協働により、防災訓練の実施、物資等の備蓄、避難行動要支援者の避難支援体制の構築等の自

発的な防災活動の推進に努めるものとする。 

２ 地区居住者等は、必要に応じて、当該地区における自発的な防災活動に関する計画を作成し、地

区防災計画の素案として町防災会議に提案するなど、当該地区と町との連携に努めるものとする。 

３ 町防災会議は、地区防災計画の提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて地域

防災計画に地区防災計画を定める必要性について判断し、必要があると認めるときは、地域防災計

画に地区防災計画を定めるものとする。 

４ 町は、個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が居住する地区において、地区防災計画

を定める場合は、地域全体で避難が円滑に行われるよう、個別避難計画で定められた内容を前提と

した避難支援の役割分担及び支援内容を整理し、両計画の整合が図れるよう努めるものとする。ま

た、訓練等により、両計画の一体的な運用が図れるよう努めるものとする。 

５ 町は、自主防災組織の育成、強化を図るとともに、住民一人一人が自ら行う防災活動の促進によ

り、地域の防災体制の充実を図るものとする。 
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第２章 遠軽町の概況 
 

第１節 自然的条件 
 
第１  位置及び面積 
  本町は、オホーツク総合振興局管内のほぼ中央部に位置し、東経１４３度００分から１４３度３５
分、北緯４３度４１分から４４度０６分の間にあり、東西４７㎞、南北４６㎞の範囲で、面積は１，
３３２．４５㎞２ 

 である。 

町の東南方向は北見市、北から東方向は湧別町・佐呂間町、北西方向は紋別市・滝上町、西方向は
上川町に接する。 

 
第２ 地 形 

本町の地形は、周囲を山林に囲まれ、南西部には大雪山系の険しい山々がそびえ、南西部から北東
側のオホーツク海に向かい、湧別川や生田原川に沿って平野部が広がり、そこに市街地が形成されて

いる。また、生田原地域と白滝地域からオホーツク海に向かって、それぞれなだらかに低くなってい
る。 

 
第３ 地質と土性 
  本町は、北見山地を刻んで流れる湧別川の中・上流域とその支流生田原川の流域に位置している。

川沿いには河成段丘が広く発達し、盆地～谷底平野を形づくっている。段丘や扇状地、沖積層はお 
もに砂れきからなっている。 

  湧別川源流部の稜線には天狗岳などの第四紀火山がみられる。湧別川上流域の白滝から丸瀬布にか
けての山地は、砂岩泥岩を主体とする古第三紀～白亜紀の付加体（日高累層群）とそれを貫く花崗岩
類からなっており、これを覆って新第三紀の堆積岩類や火山岩類が分布する。丸瀬布南部から生田原、
遠軽西方の山地は、新第三紀の激しい火山活動の場であり、おもに新第三紀の海成～湖成堆岩類や火
山岩・火山砕屑岩類からなる。また、武利川の流域には広く新第三紀～第四紀の溶結凝灰岩が分布す

る。遠軽付近の山地や段丘堆積物の基盤はおもに砂岩泥岩からなる古第三紀の付加体（湧別層群）か
らなっている。新第三紀火山岩類（溶岩）の周辺や同堆積岩類・火山砕屑岩の分布地域には地すべり
地形が多い。 

 
第４ 気 象 
  本町は、オホーツク海の２０㎞内陸側から大雪山系の北東部側にかけて位置し、内陸部では大陸性

気候で寒暖の差が激しく、山間部は積雪量が多いが、平野部はオホーツク海型気候地域としての特色
をもち、年間降水量は１，０００㎜を超えることは少なく、年間を通じて降雨、降雪は少ない。オホ
ーツク海は夏期でも海水温が１０～１５℃と低く、オホーツク海高気圧が明瞭になりこの地域もオホ
ーツク海高気圧の影響下に入り、冷涼な気候になることが多い。 

  平野部では、４月初めには根雪（長期積雪）も消え、４月末からは強風やフェーン現象による高温・
空気の乾燥などによって、畑作地帯の強風害や野火の発生が多くなる。 

  ５月下旬からはオホーツク海に冷たい高気圧が停滞し、肌寒い曇りや霧雨等の天気が続くことがあ
り、また、高気圧に覆われた朝は、霜が降りやすく、６月に入ってからも遅霜により農作物に被害が
出ることもある。 
７月に入ると、オホーツク海の冷たい高気圧も次第に弱まって、太平洋の暖かい高気圧が本州を覆

うようになり、町内も７月半ば過ぎから夏らしい日が現れてくる。太平洋高気圧の勢力の強い年は本
州並みの暑さとなるが、オホーツク海の冷たい高気圧が８月になっても現れ低温が続き、冷害に結び

つくこともある。また、この時期は雷が発生し局地的に強い雨が降ることも多く、８月の降水量は一
年のうちで最も多くなっている。 
９月に入ると天気は変わりやすく、時には台風の接近や前線の活動が活発となって暴風や大雨とな

ることがあるため、９月の降水量は８月に次いで多くなっている。９月下旬から１０月にかけては移
動性高気圧が次々に通り、一年のうちで最も天気の良い時期となるが、１０月半ばを過ぎると近くの
山が雪化粧をはじめ、平地でも１０月末から１１月初めには初雪が降る。 

１２月に入ると西高東低の冬型の気圧配置となる日が増えて、本格的な寒さの訪れと共に根雪（長
期積雪）となる。 
１月から２月は、冬型の気圧配置が強まるが、地形の影響で、季節風が西から吹いてくる時は比較

的晴れて降雪量も少なく、北から吹いてくる時は雪が降りやすく、ときには大雪となることもある。 
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遠軽町の気象状況 

（遠軽地域気象観測所データ） 

年次 
気温（℃） 年降水総量 

（㎜） 

最深積雪 

（㎝） 

日照時間 

（時間） 

年平均風速 

（m/s） 年平均 年最高 年最低 

平成元年 ６．５ ３４．３ －２１．４ ８３２ ５２] ２１６５．４ １．９ 

２ ７．１ ３４．８ －２５．４ ７８０ ６８ ６８２．５］ １．９ 

３ ６．４ ３１．９ －２３．５ ６９６] ５９ １５０８．２ ２．０ 

４ ５．５ ３１．０ －２３．４ ９８５ ８９] １４３４．１ １．９ 

５ ５．４ ３３．１ －２０．６ ７７２ ９３] １４６６・２ ２．０ 

６ ６．４ ３６．１ －２４．３ ７６７ ７８ １７１７．１ ２．２ 

７ ６．２ ３３．７ －２２．２ １００６ ９３ １４７３．５ １．９ 

８ ６.１] ３１．８ －２３．４] ６８８] ６５] １４７３．６］ ２．０] 

９ ６．１ ３５．１ －２３．４ ７０７ １０３] １５６５．９ １．５ 

１０ ５．７ ３１．９ －２６．８ １０４７ ４６ １５９６．８ １．４ 

１１ ６．３ ３５．６ －２３．９ ６２０ ５７ １６１９．７ １．５ 

１２ ５．６ ３６．６ －２８．０ １０５５ １３２ １４８３．２ １．３ 

１３ ５．０ ３１．３ －２５．６ １０００ ５９ １５３９．６ １．４ 

１４ ５．８ ３３．０ －２３．７ ９０５ ８８ １５０４．６ １．４ 

１５ ５．６ ３２．２ －２４．８ ５６１ ９０ １５７５．７ １．３ 

１６ ６．７ ３６．０ －２２．０ ８９５ １５６ １５４３．３ １．５ 

１７ ６．０ ３３．２ －２５．１ ７１８ ７７ １５７５．９ １．３ 

１８ ６．２ ３４．１ －２５．１ １１８７ ７５ １５４２．７ １．４ 

１９ ５．９ ３４．１ -２２．３ ６１９ １０４ １５５２．８ １．３ 

２０ ６．１ ３１．９ -２７．１ ５５０.０ ７５ １７６６．１ １．５ 

２１ ６．１ ３１．４ -２１．７ １００９．０ ９１ １６４３．１ １．５ 

２２ ６．８ ３５．３ -２５．８ ７７３．５ ９１ １６５３．０ １．５ 

２３ ６．０ ３３．１ -２５．１ ９６３．０ ８３ １７４７．８ １．４ 

２４ ５．８ ３４．２ -２６．７ １０９９．５ ７７ １５８１．０ １．３ 

２５ ６．２ ３２．９ -２５．１ １００２．０ ９０ １６７２．５ １．５ 

２６ ６．０ ３６．９ -２５．４ ８３８．０ １１２ １８３９．１ １．４ 

２７ ６．６ ３４．０ -２６．６ １０１０．５ １１１ １７０６．８ １．４ 

２８ ５．８ ３４．１ -２４．７ １１６６．５ １０９ １７３８．６ １．４ 

２９ ５．９ ３６．３ －２４．０ ７２５．５ ９３ １６７４．２ １．３ 

３０ ６．１ ３４．９ －２３．８ ９６３．５ ９０ １７２０．４ １．３ 

令和元年 ６．４ ３７．７ －２７．５ ６５５．５ ７５ １８１６．４ １．４ 

２年 ６．５ ３５．５ －２９．１ ７７６・０ １１９ １６７０．１ １．３ 

３年 ６．８ ３６．１ －２４．２ ７８９．５ １０５ １６８８．６］ １．６ 

４年 ６．９ ３２．８ －２２．７ ９１１．０ ８７ １６６５．５ １．７ 

※ ］統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています（資料不足値）。値そのものを信用すること

はできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上（以下）で

あることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合があります。 
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（白滝地域気象観測所データ） 

年次 
気温（℃） 年降水総量 

（㎜） 

最深積雪 

（㎝） 

日照時間 

（時間） 

年平均風速 

（m/s） 年平均 年最高 年最低 

平成元年 ５．８ ３５．３] －２６．６ ７７９ ５１ ９１０．４］ １．４ 

２ ６．３ ３２．５ －２８．７ ８６４ ６０ １４２４．０ １．３ 

３ ５．５ ２９．１ －２８．７ ７５３ ７９ １２９５．３ １．３ 

４ ４．９ ２９．８ －２５．６ １００７ ５２ １２０６．４ １．５ 

５ ５.４] ２９．６ －１６．８] ７５０] ９９ １３９３．２］ ２．８] 

６ ５．４ ３１．６ －２１．４ ９７３ １０１ １５７４．８ ２．７ 

７ ４．８ ２８．９ －１８．８ ９８０ １１３ １４２３．５ ２．４ 

８ ３．５ ２９．０ －２０．４ ８３２ ９０ １３５６．１ ２．７ 

９ ４．４ ３１．２ －１９．５ ６９１ ７３ １５２４．０ ２．６ 

１０ ４.１] ２８．３ －２２．６ １０３９ ５６ １５６１．７ ２．７ 

１１ ５．４ ３２．１ －２１．４ ８３７ ８０ １５５２．９ ２．６ 

１２ ４．９ ３３．６ －２３．９ １００７ ６７] １４９２．１ ２．２] 

１３ ４．２ ２８．８ －２２．２ ９５０ ７９ １５１１．５ ２．４ 

１４ ５．０ ３０．８ －１９．４ ８３３ １１１ １３９９．９ ２．４ 

１５ ５．０ ３０．０ －２４．２ ６３９ ８３ １５４６．８ ２．２ 

１６ ５．６ ３２．０ －１７．６ １０３０ １１４ １４８１．１ ２．２ 

１７ ４．９ ３０．５ －２１．９ ８０４ ７０] １５０１．３ ２．０ 

１８ ５．３ ２９．９ －１９．７ １０７２ ９２ １５１０．４ ２．０ 

１９ ５．０ ３２．７ －１８．０ ６９０ ７６ １６３５．７ ２．０ 

２０ ５．４ ２９．８ －２２．９ ６４０．５ ６６ １６７０・７ １．８ 

２１ ５．１ ２９．４ －１７．８ ８３５．５ ８９］ １４５７．３ １．９ 

２２ ５．５ ３０．６ －２１．３ ８０４．５ ７２ １５１５．２ ２．２ 

２３ ５．０ ２９．６ －１９．２ １０７１．０ ８１ １６１７．７ ２．１ 

２４ ４．７ ３０．５ －２１．６ ９８４．０ ７１ １５２８．５ ２．０ 

２５ ４．９ ３０．５ －２０．２ ７９８．５ １０２ １５６３．５ ２．２ 

２６ ５．０ ３３．４ －２０．８ ８６５．０ ９６ １７６３．５ ２．４ 

２７ ５．６ ３０．５ －２１．７ ７９８．５ １２０ １６９６．４ ２．３ 

２８ ４．９ ３１．６ －２０．０ １１２１．５ １２８ １５９２．２ ２．４ 

２９ ５．２ ３４．０ －２１．０ ７０８．５ ７８ １５８４．３ ２．４ 

３０ ５．５ ３３．０ －１８．８ １０５５．０ ９１ １５９５．８ ２．４ 

令和元年 ５．５ ３３．４ －１９．６ ７１１．５ ６８ １６９０．０ ２．３ 

２年 ５．５ ３２．０ －２３．８ ６４８．５ ８５ １６２９．０ ２．３ 

３年 ６．１ ３３．７ －２０．０ ８２７．０ １０５］ １４８０．４］ ２．３ 

４年 ６．０ ３０．５ －１８．４ １０３９．０ ７８ １５４４．７ ２．２ 

※ ］統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています（資料不足値）。値そのものを信用すること

はできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上（以下）で

あることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合があります。 
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（生田原地域気象観測所データ） 

年次 
気温（℃） 年降水総量 

（㎜） 

日照時間 

（時間） 

年平均風速 

（m/s） 年平均 年最高 年最低 

平成元年 ５．９ ３３．３ －２３．６ ６９４ １６６７．８ ２．４ 

２ ６．３ ３３．４] －２８．０ ８１０ １６２０．７ ２．３ 

３ ５．７ ３１．１ －２６．６ ５６５ １６０１．３ ２．３ 

４ ４．８ ３０．５ －２４．８ ８７５ １５４８．０ ２．３ 

５ ４．６ ３２．４ －２２．６ ７２２ １５０７．１ ２．３ 

６ ５．５ ３４．８ －２６．０ ８６３ １６０１．８ ２．５ 

７ ５．４ ３２．３ －２４．２ ９４２ １３５４．２ ２．４ 

８ ４．４ ３１．０ －２４．７ ６３８ １４４３．８ ２．４ 

９ ５．４ ３３．８ －２２．９ ６８７ １６５９．２ ２．４ 

１０ ５．１ ３１．２ －２６．９ ９２３ １７６１．０ ２．４ 

１１ ５．６ ３４．１ －２４．４ ５６７ １８２５．８ ２．４ 

１２ ５．０ ３５．４] －２９．２ ９０６ １６５８．６ ２．３ 

１３ ４．４ ３０．７ －２６．７ ９６１ １７２８．７ ２．４ 

１４ ５．１ ３０．９ －２４．６ ８１９ １６０９．４ ２．４ 

１５ ４．８ ３０．７ －２５．９ ５５４ １５１６．６ ２．４ 

１６ ５．９ ３４．８ －２２．６ ７３６ １４６７．０ ２．４ 

１７ ５．２ ３２．８ －２７．６ ６９９ １５１８．５ ２．４ 

１８ ５．６ ３２．５ －２４．６ １０５６ １４９４．１ ２．５ 

１９ ５．２ ３２．３ －２３．２ ６１９ １５３８．３ １．３ 

２０ ５．５ ３１．３ －２７．７ ５５９．５ １６０６．７ ２．３ 

２１ ５．２ ３１．４ －２２．１ ８９９．５ １５５６．６ ２．１ 

２２ ６．０ ３５．９ －２９．２ ７９０．５ １６８８．４ １．８ 

２３ ５．３ ３２．６ －２８．４ ８９２．０ １７２２．６ １．６］ 

２４ ５．１ ３３．５ －２８．７ １００６．５ １５９２．５ １．７ 

２５ ５．４ ３１．６ －２７．９ ９０８．５ １６６７．０ １．８ 

２６ ５．３ ３６．４ －２９．１ ７７１．５ １８７３．７ １．８ 

２７ ５．９ ３４．４ －２９．６ ８９２．０ １７３１．９ １．７ 

２８ ５．２ ３２．６ －２８．９ １２４９．５ １７６６．１ １．７ 

２９ ５．２ ３５．８ －２７．１ ７３４．０ １６８７．０ １．６］ 

３０ ５．５ ３４．８ －２６．８ １０２６．５ １７２８．９ １．５ 

令和元年 ５．７ ３７．０ －２９．２ ６４９．０ １８００．５ １．７ 

２年 ６．０ ３５．９ －３３．６ ６８７．５ １６７３．６ １．６ 

３年 ６．３ ３５．９ －２７．０ ８５４．０ １６３８．０］ １．７ 

４年 ６．３ ３３．０ －２５．７ ８７９．５ １７１５．１ １．７ 

※雪の観測なし 
※ ］統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています（資料不足値）。値そのものを信用すること

はできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上（以下）で

あることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合があります。 
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（丸瀬布地域雨量観測所データ） 

年次 
年降水総量 

（㎜） 

平成元年 ７９７ 

２ ９０３ 

３ ７１０ 

４ １０１８ 

５ ７４４ 

６ ７８３] 

７ １０５７ 

８ ７３５ 

９ ６８０ 

１０ １１１２ 

１１ ６６２ 

１２ １１２２ 

１３ ９９９ 

１４ ８４０ 

１５ ５５５ 

１６ ９５９ 

１７ ８３９ 

１８ １１８０ 

１９ ６４４ 

２０ ５７１．５ 

２１ ９４２．５ 

２２ ８８０．０ 

２３ ９５０．５ 

２４ １１１１．５ 

２５ １０２９．５ 

２６ ８８１．０ 

２７ １００２．５ 

２８ １２０２．５ 

２９ ７６９．５ 

３０ １０８２．５ 

令和元年 ６３１．０ 

２年 ７９５．０ 

３年 ８９２．５ 

４年 １００３．５ 

※雨量観測のみ 

※ ］統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています（資料不足値）。値そのものを信用すること

はできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上（以下）で

あることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合があります。 
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遠軽町の気象（令和４年） 

（遠軽地域気象観測所のデータ） 

月 
気温（℃） 日照時間 

（時間） 

月平均風速

（m/s） 

月最大風速 月降水量

（㎜） 

最深積雪

（㎝） 月平均 月最高 月最低 風速 風向 

１月 -7.9 1.0 -22.7 89.1 1.5） 7.6） 西 68.0 87 

２月 -6.8 6.6 -20.8 101.2 1.6 9.6 北西 16.5 86 

３月 -0.5 12.4 -15.5 103.2 1.7） 7.5） 西南西 45.0 70 

４月 6.3 24.9 -11.4 212.3 2.1） 9.5） 西 18.0 24 

５月 12.6） 30.5 -2.6 184.0 2.2 10.5 南西 43.5 0 

６月 13.7 32.4 4.0 107.4 1.6 6.7 南西 102.5 0 

７月 19.9 32.8 10.0 168.3 1.4 8.7 南南西 84.0 0 

８月 20.5 30.8 11.3 140.0 1.5 6.7 南 185.0 0 

９月 16.6 29.7 2.2 189.4 1.4 10.2 南南東 80.5 0 

10月 9.3 29.7 -3.3 144.0 1.3 8.2 南西 88.5 0 

11月 3.6 18.1 -5.5 104.2 1.7） 8.7） 南 38.0 1 

12月 -4.4 7.3 -18.8 122.4 1.8） 7.5） 西南西 141.5 72 

 

（白滝地域気象観測所のデータ） 

月 
気温（℃） 日照時間 

（時間） 

月平均風速

（m/s） 

月最大風速 月降水量

（㎜） 

最深積雪

（㎝） 月平均 月最高 月最低 風速 風向 

１月 -8.5 -0.5 -18.4 83.6 1.9） 7.9） 東北東 45.5 74 

２月 -7.2 3.9 -15.5 81.3 2.4 6.7 東北東 22.0 69 

３月 -1.4 11.0 -12.0 99.8 2.5 8.4 北東 33.5 78 

４月 5.5 23.2 -7.6 209.6 2.8 9.2 西 32.0 46） 

５月 11.8 27.9 -0.8 173.8 2.3 10.0 東南東 89.0 0 

６月 13.5 28.3 2.3 124.8 2.4 8.2 北東 110.5 0 

７月 19.8 30.5 11.5 195.2 2.4 7.6 北東 96.0 0 

８月 18.6 28.6 8.7 119.1 1.5 7.9 南 251.0 0 

９月 15.2 28.8 0.8 185.8 1.7 8.1 南南西 95.0 0 

10月 7.9 26.1 -3.8 141.3 1.8 7.2 東北東 79.0 0 

11月 2.2 16.3 -8.1 79.2 2.1 7.9 西 70.5 11 

12月 -5.7 6.4 -13.0 51.2 2.3 10.4 東北東 115.0 130 

 

（生田原地域気象観測所のデータ） 

月 
気温（℃） 日照時間 

（時間） 

月平均風速

（m/s） 

月最大風速 
月降水量（㎜） 

月平均 月最高 月最低 風速 風向 

１月 -9.2 0.9 -25.7 111.2 1.7 9.2 西 57.0 

２月 -8.0 7.6 -24.6 104.5 1.6） 8.8） 西南西 21.0 

３月 -1.3 13.4 -20.3 116.2 1.9） 9.2］ 北北西 46.5 

４月 5.6 25.1 -15.3 210.7 2.0 10.7 西北西 15.0 

５月 12.3 29.7 -4.5 198.5 2.2 8.6 南西 47.5 

６月 13.9 31.9 3.6 110.6 1.7 7.0 南 88.5 

７月 20.1 33.0 10.8 144.5 1.4 6.1 西南西 86.0 

８月 20.0 30.2 10.0 137.5 1.5 6.9 南 179.0 

９月 16.1 30.0 0.6 187.0 1.3 9.3 南 81.5 

10月 8.6 29.8 -5.1 152.0 1.4 7.9 南西 90.0 

11月 3.0 18.5 -6.9 112.6 1.7） 9.8） 南南西 27.0 

12月 -5.4 7.1 -23.0 129.8 2.1） 8.3） 南 140.5 
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（丸瀬布地域雨量観測所のデータ） 

月 
月降水量

（㎜） 

１月 62.5 

２月 31.0 

３月 48.5 

４月 19.5 

５月 58.0 

６月 92.0 

７月 69.0 

８月 267.5 

９月 94.0 

10月 63.5 

11月 44.5 

12月 153.5 

※ ）統計を行う対象資料が許容範囲で欠けていますが上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正

常値（資料が欠けていない）と同等に扱います。（準正常値）。必要な資料数は、要素又は現象、統計

方法により若干異なりますが、全体数の 80％を基準とします。 

※ ］統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています（資料不足値）。値そのものを信用すること

はできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上（以下）で

あることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合があります。 
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第２節 災害履歴 
 
本町に被害のあった災害で平成元年度以降の主なものは、次のとおりである。 

年 月 日 種 類 
主な被害
地域 

被害状況 

平成元年５月 豪雨 遠 軽 町内１４箇所に表土流失などの被害 
平成２年１月 火事 遠 軽 岩見通商店、けが人２人、建物３棟に被害 
平成３年５月 火事 遠 軽 ２条通、ガスボンベの膨張爆発、負傷者６人 
平成３年５月 火事 遠 軽 向遠軽、会社ボイラー棟など建物２棟半焼 
平成４年７月 豪雨 遠 軽 町内１１箇所に被害。床下浸水、道路決壊など。 

平成４年８月９日 豪雨 

遠 軽 町内４６箇所に被害。床下浸水、道路決壊など。 

生田原 
河川のはん濫等による被害。畑流失及び冠水
2.7haなど。 

丸瀬布 
床下浸水１戸、１２河川・１０路線にはん濫浸食、
先堀等被害、いこいの森等公共施設４件に被害 

平成４年９月 豪雨 

遠 軽 農業被害畑流失など 640a、床下浸水２箇所（学田
方面） 

生田原 
河川のはん濫等による被害。畑流失 3.3ha、畑冠
水 4.9haなど。 

平成６年９月 豪雨 
遠 軽 町内土木被害１６件 道路冠水、畑流失など。 

生田原 
河川のはん濫等による被害。畑流失 1.2ha、畑冠
水２１箇所など。 

平成７年 11月 24日 火事 丸瀬布 丸瀬布元町、乾燥工場１棟部分焼、負傷者２人 
平成８年 12月 火事 遠 軽 宮前町、民家１棟全焼、焼死者１人、負傷者１人 
平成９年７月 13日 火事 丸瀬布 丸瀬布新町、住宅１棟全焼、負傷者１人 
平成９年８月１日 火事 丸瀬布 丸瀬布水谷町、乾燥工場１棟全焼、負傷者１人 

平成 10 年７月 25日 豪雨 
遠 軽 

農業被害 畑流失など 3ha、農業施設３件、土木
被害１４件等 

丸瀬布 
床下浸水１戸、２河川・１１路線に積ブロック倒
壊、先堀等被害 

平成 10 年８月 28日 豪雨 遠 軽 寿町、床下浸水２棟の被害 

平成 10 年９月 16日 
台風第５号
による豪雨 

 

遠 軽 床下浸水３０棟、農業・土木被害額 246,392千円 

生田原 
床下浸水６棟、畑の流失 8.6ha他 被害額
209,357千円 

丸瀬布 
８河川・３路線・４橋梁に護岸決壊、道路浸食、
橋梁決壊等被害 

平成 12 年２月 14日 火事 白 滝 寄宿舎全焼 負傷者 1人 
平成 12 年９月２日
～３日 

豪雨 遠 軽 
台風第１２号による豪雨により、農業被害３ha、
土木被害４件 被害額 5,600千円 

平成 13 年７月 24日 豪雨 

遠 軽 
床下浸水８棟、農業被害 0.7ha、林業被害２件 
被害額 3,410 千円 

生田原 床上浸水２棟、床下浸水４棟 

丸瀬布 
４河川に護岸浸食、土砂堆積等の被害、飲雑用水
道施設２箇所被害 

平成 13 年９月９日
～12日 

秋雨前線及び
台風第 15号
による豪雨 

遠 軽 
床下浸水４棟、農業被害 4.6ha、土木被害３８
件、林業被害２件 被害額 86,569千円 

生田原 畑の流失 1.22ha他 被害額 91,600千円 

丸瀬布 
１河川・３路線・１橋梁に浸食、積ブロックの決
壊、先掘、取付道路の流失、路面浸水、橋台護床
部先掘等被害 
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月 日 種 類 
主な被害
地域 

被害状況 

平成 16 年１月 13日
～16日 

大雪 

遠 軽 

４日間の吹雪で記録的な大雪となり、北見バス、
ＪＲ北海道など全面運休、自衛隊の派遣要請 
最深積雪１５６㎝ 
住宅一部破損 ２棟、営農施設等被害 ８３件、
公共施設被害 ４棟 被害額 144,735千円 

生田原 
暴風雪による被害 
営農施設のうちＤ型ハウス全壊 13棟 

丸瀬布 
農業共同利用施設４棟、営農施設２２棟、 
工場施設３棟に積雪による屋根の崩落等の被害  
被害額 60,500 千円 

白 滝 営農施設１０棟 被害額 30,000千円 

平成 16 年９月８日 
台風第 18号
による強風 

 

遠 軽 
住宅一部破損等 ８９棟、倉庫、物置、車庫の破
損等 １５１棟、農作物被害 畑、採草地 ３.３
ha、公共施設被害 ６０棟 被害額 104,515千円 

生田原 
営農施設 被害額 5,320 千円、公共施設被害、
倒木被害など 

丸瀬布 
住宅一部破損１３棟、物置等全壊６棟・半壊１棟、
商店看板等３棟、社会教育施設２棟、民有林等 
被害額 19,600 千円 

白 滝 
農作物被害 畑 84.8ha 営農施設等１５棟、住宅
一部破損１５棟、公共施設破損２３棟 民有林等 
被害額 91,224 千円 

平成 17年 12月 26日 大雪 
生田原 営農施設１棟 被害額 5,000千円 
白 滝 非住家被害 1棟 被害額 8,000千円 

平成 18 年１月 20日 火事 生田原 
生田原水穂 町営住宅大和団地４号棟１号室に
て発生焼死者１名 

平成 18 年４月 21日 融雪 町内全域 

降り始めからの 12時間降水量は、白滝 68㎜、丸
瀬布 63 ㎜を観測、例年より遅い雪解けの影響も
受けた。 
床下浸水５棟、農地浸冠水５ha、農作物被害 畑
５ha、畜産被害等４箇所、河川土砂堆積等７箇所、
道路法面崩壊等１２箇所、公立文教施設被害１箇
所 被害額 11,288千円 

平成 18 年８月４日 集中豪雨 遠 軽 
10分間 10mmの集中豪雨により農作物倒壊 畑
63ha  被害額 2,785千円 

平成 18 年 8月 18日
～19日 

停滞前線に
よる大雨 

町内全域 

総降水量は、生田原 155㎜、遠軽 143㎜、丸瀬布
158 ㎜、白滝 165mm を観測、遠軽と丸瀬布では８
月の日降水量の極値を白滝では年間の日降水量
の極値をそれぞれ更新する記録的大雨となった。 
湧別川水防警報発令、湧別川水位観測所（遠軽）
最高水位 79.85m（警戒水位 79.30m）（丸瀬布）最
高水位 178.32m（警戒水位 176.85m） 
湧別川瀬戸瀬ダム放流量最大 653トン 
床下浸水５棟、農地被害１ha、農作物被害 畑
12.1ha、営農施設被害等４箇所、河川護岸崩壊等
１４箇所、道路路肩崩壊等１９箇所、橋梁護岸浸
食等４箇所、公園土砂流入等２箇所、林道路肩崩
落等３箇所、水道施設被害２箇所、清掃施設被害
２箇所、火葬場被害１箇所、その他公共施設被害
７箇所 被害額 67,129 千円 
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年 月 日 種 類 
主な被
害地域 

被害状況 

平成 18 年 10 月 7 日
～９日 

低気圧に
よる大雨 

町内全域 

総降水量は、生田原 218㎜、遠軽 299㎜、丸瀬布 213
㎜、白滝 170mm を観測、丸瀬布と白滝では１０月の
日降水量の極値を生田原と遠軽では年間の日降水量
の極値をそれぞれ更新、平年の１０月月間雨量の４
倍を超える記録的大雨となった。 
湧別川水防警報発令、湧別川水位観測所（遠軽）最高
水位 80.23m（警戒水位 79.30m）（丸瀬布）最高水位
178.94m（警戒水位 176.85m） 
湧別川瀬戸瀬ダム放流量最大 804.7トン 
106世帯 206人に避難勧告発令 62世帯 107人が避難 
住宅一部破損１棟１世帯、床上浸水２棟７世帯、床下
浸水５０棟５３世帯、農地流失等 18.13ha、農作物被
害 畑 47.88ha、農業用施設被害９箇所、営農施設被
害等１７箇所、河川護岸崩壊等５８箇所、道路崩壊等
７８箇所、橋梁護岸浸食等１０箇所、公園土砂堆積等
８箇所、林道法面崩落等３２箇所、水道施設８箇所、
清掃施設４箇所、火葬場２箇所、工業被害１箇所、公
立文教施設２箇所、社会教育施設２箇所、社会福祉施
設等１箇所、その他公共施設２５箇所 被害額
657,381千円 
農業用施設の災害復旧事業について、平成 19年３月
14日付け政令第 46号により、激甚災害の適用地域に
指定 

平成 19 年７月 23日 集中豪雨 丸瀬布 倒木による停電 92戸 

平成 20 年 8月 30日 集中豪雨 生田原 
降り始めからの 12時間降水量は、39.5mm、床下浸水
１棟 

平成 22 年 1月 20日 大雪 白 滝 公共施設被害１箇所 

平成 22 年 3月 21日 
低気圧に
よる強風 

遠 軽 
生田原 
丸瀬布 

最大瞬間風速、生田原 29.3m/ｓ、遠軽 26.9 m/ｓ白
滝 28.9 m/ｓを記録し日最大瞬間風速を更新した。住
宅一部損壊７棟、営農施設被害等３４箇所、公共施設
損壊２１箇所、倉庫、物置、車庫の破損等２３箇所、
倒木被害等１２箇所、被害額  

平成 23 年 8月 6日 
降雹及び
突風 

生田原 
降水量は、生田原旭野地区では１時間の雨量が
37.0mmを観測、農作物被害 22ha、道路崩落等３箇所、
被害総額 3.000 千円 

平成 23 年 8月 26日 集中豪雨 遠 軽 
大雨による一般家庭の灯油タンクの転倒による湧別
川への灯油流出被害 

平成 23 年 9月 2日 
台風 12号
による大
雨 

遠 軽 
24 時間総降水量 101mm を観測、道路路面洗掘、側溝
閉塞、法面崩壊等２５箇所、河川護岸崩壊等等１４箇
所、公立文教施設等２箇所、被害総額 40,763千円 

生田原 

24 時間総降水量 124mm を観測、９月の日降水量の極
値を更新する大雨となった。道路路面洗掘、路肩崩
壊、法面崩壊等１１箇所、河川護岸崩壊等４箇所、公
立文教施設等１箇所、被害総額 8,873千円 

丸瀬布 

24時間総降水量 122mmを観測、路面洗掘、側溝閉塞、
路肩崩壊等５箇所、河川護岸崩壊等４箇所、農地流出
１箇所、農作物被害３箇所、公立文教施設等２箇所、
被害総額 4,120 千円 

白 滝 

24時間総降水量観測史上最大の 176mmを観測、９月
の日降水量の極値を更新する大雨となった。橋梁崩
壊による孤立の可能性のある６世帯 15人に避難指
示発令、路面洗掘、側溝閉塞、法面崩壊等、１９箇
所、河川護岸崩壊等２箇所、橋梁崩壊１箇所、農作
物被害７箇所、公立文教施設等１箇所、被害総額
33,854千円 
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年 月 日 種 類 
主な被
害地域 

被害状況 

平成 25 年 8月 20日 
短時間の
暴風雨 

遠 軽 

1時間降水量 56mmという激しい雨を観測し、観測値を
更新する雨となった。路面洗掘、側溝閉塞、法面崩壊、
河岸洗掘、暴風による倒木等１６箇所、倒木による停
電１４２戸、農作物被害４箇所、被害総額 10,710千円 

丸瀬布 
1 時間降水量 23mm を観測、路面洗掘、法面崩壊３箇
所、被害総額 1,560千円 

平成 27 年 7 月 31 日
～8月 1日 

大 雨 

生田原 河川増水、土砂堆積２箇所 

遠 軽  
降り始めからの降水量は、90.5㎜、町道路面洗掘、法
面崩壊、増水による河岸洗掘 

丸瀬布 
降り始めからの降水量は、115.0mm道路冠水 
路面洗掘、法面崩壊、側溝洗掘、土砂堆積、JR線路（河
川横断部）床盛土流失 

白 滝 降り始めからの降水量は、90.5㎜、町道路面洗掘、 

平成 27 年 10月 2日 暴 風 町内全域 

網走・北見・紋別地方では前線の通過前には南の風が、
通過後には西風が強くなった。遠軽町では、最大瞬間
風速２３．９m を記録した。墓地倒木による墓石破損
４基、公共施設屋根破損 10 箇所、被害額 2,658千円 
ﾃﾞﾝﾄｺ―ﾝ、ｽｲﾄｺ―ﾝ、青しそ倒伏、125.6ｈ 被害額
18,643 千円 

平成 28年 1月 19～21
日 

記録的な
大雪 

町内全域 

網走、北見、紋別地方は発達した低気圧の影響で記録
的な大雪となり、19 日夕方から 21 日夜にかけて、強
い風と雪が降り、遠軽町では記録的な大雪となった。 
降り始め（18 日から 21 日）からの降雪量、白滝地域
103cm、遠軽地域 63cm、白滝地域では、19日の日降雪
量 71cm、20日の最深積雪 124cm、1993年（平成 5年）
の統計開始以来、第１位の値を更新した。人的・物的
被害はなかったが、75歳以上の高齢者・独居老人の安
否確認を実施、生田原地域（113世帯）、遠軽地域（650
世帯）、丸瀬布地域（63世帯）、白滝地域（55世帯） 

平成 28 年 8 月 16 日
～8月 18日 

台風 7号 

町内全域 

総降水量は、生田原 329.5 ㎜、遠軽 308.0 ㎜、丸瀬
布 377.5㎜、白滝 384.0mm を観測、各地域におい
て、８月の月の降水量の極値をそれぞれ更新、平年
の８月月間雨量の２倍を超える記録的大雨となっ
た。 
湧別川水防警報発令、湧別川水位観測所（遠軽）最高
水位 79.34m（氾濫注意水位 79.30m）（丸瀬布）最高水
位 178.94m（警戒水位 176.85m）、生田原川水防警報発
令、生田川水位観測所（生田原中央）最高水位 174.44m
（氾濫注意水位 174.43m）湧別川瀬戸瀬ダム放流量最
大 898.5 トン、農地流失等 190.0ha、農業用施設被害
11 箇所、河川護岸崩壊等 27 箇所、道路崩壊等 110箇
所、橋の崩落２箇所、公園墓地流出土砂堆積等 21 箇
所、林道法面崩落等 12箇所、社会教育施設２箇所、そ
の他公共施設 9箇所、橋梁護岸崩落、河川下流道路決
壊による孤立のおそれによる白滝地域（１世帯２名）
自主避難 被害額 479,539 千円 
平成 28年 9月 2日付け政令第 309号により、激甚災
害の適用地域に指定 

平成 28 年 8 月 20 日
～8月 22日 

台風 11号 

平成 28 年 8 月 22 日
～8月 23日 

台風９号 

平成 28 年 8 月 30 日
～8月 31日 

台風 10号 
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年 月 日 種 類 
主な被害
地域 

被害状況 

平成 30年 7月 3日～ 
7月 5 日 

低気圧に
よる大雨 

町内全域 

降り始めから 3 日間の降水量は生田原 172 ㎜、遠軽
131㎜、丸瀬布 184㎜、白滝 167㎜を記録 
湧別川水防警報発令、湧別川水位観測所（遠軽）最高
水位 79.41m（氾濫注意水位 79.30m）、生田原川水防
警報発令、生田川水位観測所（生田原中央）最高水位
174.60m（氾濫注意水位 174.43m） 
道路崩壊等 47箇所、河川護岸崩壊等 7箇所、公園浸
水被害等 3箇所、被害総額 37,381千円 
※道道遠軽芭露線いわね大橋が湧別川の洪水により
橋脚が沈下したため上部が損傷した 

平成 30年 9月 6日～ 
9月 8 日 

北海道胆
振東部地
震による
停電 

町内全域 

「平成 30年北海道胆振東部地震」の影響により町内
全域にわたり終日、大規模な停電が発生した。 
 

令和 4 年 12 月 22 日
～12月 25日 

低気圧に
よる大雪 

町内全域 

網走、北見、紋別地方は発達した低気圧の影響で、22
日夜から 25日朝にかけて、湿った重たい雪が断続的
に降り、降り始め（22日から 25日）からの降雪量、
白滝地域 129cm、遠軽地域 78cm、白滝地域では、23
日の日降雪量 71cm、24 日の最深積雪 130cm となっ
た。この降雪により、遠軽町生田原 屋根からの落雪
により死亡者 1名 
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第３章 防災組織 

 

災害の予防、応急及び復旧対策等の防災諸活動に即応する体制を確立し、災害対策の総合的運営を図

るため、本章では防災に関する組織及びその運営、災害に関する情報及び防災気象情報の伝達等に関す

る事項を定め、災害対策の実施体制の確立を図るものとする。 

町の地域における防災行政を総合的に運営するための組織として町防災会議があり、災害が発生し、

又は発生するおそれがある場合、各機関はそれぞれ災害対策本部等を設置して応急対策活動等を実施す

るものとする。 

 

第１節 組織計画 

 

 本町内における防災会議の組織、運営、災害時における体制は、この計画の定めるところによる。 

 

第１ 遠軽町防災会議 

町防災会議は、町長を会長とし、基本法第１６条第６項の規定に基づく遠軽町防災会議条例（平成

１７年遠軽町条例第１８２号）第３条第５項に定める者を委員として組織され、本町における防災に

関する基本方針及び計画を作成し、その推進を図るとともに、本町の地域内に災害が発生した場合に

おいて当該災害に関する情報を収集し、関係機関相互の連絡調整等を行うものである。 

１ 町防災会議の組織 

   町防災会議の組織は、別図１のとおりである。 

２ 町防災会議の運営 

遠軽町防災会議条例の定めるところによる。 
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別図１ 町防災会議の組織 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠軽町教育委員会教育長 
会長 

（町長） 

指定地方行政機関 
網走開発建設部遠軽開発事務所長 

網走西部森林管理署長 

総合振興局地域創生部危機対策室主幹 

網走建設管理部遠軽出張所長 

総合振興局保健環境部紋別地域保健室次

長 

北海道知事部局 

遠軽警察署長 北海道警察 

陸上自衛隊 

町長部局 

第２５普通科連隊第３科長 

遠軽町副町長 

自主防災組織等 

遠軽地区広域組合 

遠軽地区広域組合の消防団 

指定地方公共機関 

自主防災会長 

遠軽医師会長 

遠軽町社会福祉協議会長 

遠軽地区広域組合消防本部消防長 

遠軽地区広域組合遠軽町消防団長 

日本郵便株式会社遠軽郵便局長 

東日本電信電話株式会社北海道事業部災害対策

室長 

北海道電力ネットワーク株式会社北見支店遠軽

ネットワークセンター所長 

北海道旅客鉄道（株）遠軽駅長 

指定公共機関 



- 23 - 

 

第２ 応急活動体制 

町長は、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合で必要があると認めるときは、基本法第２３

条及び遠軽町災害対策本部条例（平成１７年遠軽町条例第１８３号）の規定に基づき、町防災会議と

密接な連絡のもと、本部を速やかに設置するなど、災害予防及び応急対策を総合的に実施する。 

１ 警戒体制会議 

町長は、次のような災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、別表１にある者をもって

情報の収集及び今後の対応について協議をするため、警戒体制会議を招集するものとする。 
(1) 暴風、暴風雪、大雨、大雪又は洪水警報が発表され、局地的に災害が発生し、又は発生するお

それがあるとき。 

(2) 震度４の地震が発生したとき。 

(3) 火災、爆発によりさらに延焼等が予測され、所要の対策が必要と認められるとき。 

(4) その他町長が必要と認めたとき。 

なお、災害が発生し、又は発生するおそれが解消すると認められるとき若しくは本部が設置さ

れたときは、本会議は解散するものとする。 

 

別表１ 警戒体制会議参集者一覧 

副町長、教育長、総務部長、民生部長、経済部長、技監、教育部長、議会事務局長、

総合支所長、遠軽地区広域組合消防署長 

２ 本部の設置等 

(1) 本部の設置基準 

本部は、震度５弱以上の地震が発生したとき又は、次の各号に該当し、町長が必要と認めると

きに遠軽町役場本庁舎内に設置する。ただし、大規模な災害により庁舎が被災し、使用不能とな

った場合には、災害の発生状況に応じて適宜判断し、他施設に本部を置く。 

ア 大規模な災害が発生するおそれがあり、その対策を要するとき。 

イ 災害が発生し、その規模及び範囲から特に対策を要するとき。 

ウ 気象、地象及び水象に関する警報が発せられ、その必要が認められたとき。 

(2) 地域支部の設置 

    本部が設置された場合において、その災害の状況に応じた地域的な防災活動を実施するため、

町長が必要と認めるときに各総合支所庁舎内に地域支部を設置し災害応急対策を行う。 

(3) 廃止 

町長は、災害の発生するおそれが解消したと認めた場合又は災害対策活動が完了した場合に本

部を廃止する。 

(4) 通知 

    町長は、本部を設置したときは、直ちに本部員に周知するとともに、速やかに関係機関に通知

する。 

なお、廃止した場合は、設置の場合に準ずるものとする。 

３ 本部の組織等 

(1) 組織 

本部の組織は別図２のとおりとする。 

なお、本部長は各班長を予め指定しておくものとする。 

(2) 業務分担 

ア 本部長 

     本部長は、本部の事務を総括し、本部員及びその他の職員を指揮監督する。 

イ 副本部長 

     副本部長は、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。 

ウ 本部の各部及び各班の業務分担は、別表２のとおりとする。 

４ 本部の運営等 

(1) 本部・支部員会議 

   ア 本部員会議は、本部長、副本部長及び各対策部長をもって組織する。 

   イ 支部員会議は、地域対策部長及び地域対策副部長をもって組織する。 

   ウ 本部・支部員会議は、災害対策本部・支部に係る災害応急対策の基本的な事項を協議すると

ともに、災害対策の総合的な調整とその実務に当たるものとする。 
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(2) 本部・支部連絡員 

    本部・支部連絡員は、すべての班の班長をもってあて、情報全般及び災害対策遂行上の調整を

図る。 

５ 現地災害対策本部  

本部長は、災害の規模、程度等により必要があると認めるときは、現地災害対策本部を設置する

ことができる。  

(1)  現地災害対策本部は、遠軽町災害対策本部条例に基づき、本部員その他の職員のうちから本部

長が指名する者をもって組織する。  

(2)  現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

(3)  現地災害対策本部員は、現地災害対策本部長を補佐し、現地における災害対策の推進に当たる。 

(4)  本部長は、現地災害対策本部を設置、又は廃止したときは、直ちに本部員及び関係機関に通知

する。 

(5)  本部長は、被災現地における災害応急対策がおおむね完了したときは、現地災害対策本部を廃

止する。 

６ 職員の動員配備 

   本部は、災害を最小限度に防止するため、迅速に非常配備体制をとるものとする。ただし、本部

が設置されない場合であっても、必要と認めたときは非常配備体制をとることができる。 

(1)  非常配備基準と体制 

    非常配備基準と体制は、次のとおりである。ただし、災害の規模及び特性に応じ、基準により

がたいと認められる場合は、臨機応変の配備体制を整えるものとする。 

配備種別 配備時期 配備内容 担当部 任務 

警戒配備 １ 気象業務法に基づく気象、地

象及び水象に関する情報又は警

報を受けたとき。 

２ その他必要により本部長が当

該警戒配備を指令したとき。 

情報連絡のため危

機対策室をもって当

たるものとし、状況

によりさらに次の配

備体制に円滑に移行

できる体制とする。 

総務対策部 

危機対策室 

１ 情報の収集

及び伝達 

２ 関係機関と

の連絡調整 

第１非常

配備 

１ 気象業務法に基づく気象、地

象及び水象に関する情報又は警

報を受けたとき。 

２ 震度４の地震が発生したと

き。 

３ その他必要により本部長が当

該非常配備を指令したとき。 

情報連絡のため各

対策部の部長、副部

長をもって当たるも

のとし、状況により

さらに次の配備体制

に円滑に移行できる

体制とする。 

全対策部 １ 情報の収集

及び伝達 

２ 関係機関と

の連絡調整 

３ 応急措置の

実施 

第２非常

配備 

１ 局地的な災害の発生が予想さ

れる場合又は災害が発生したと

き。 

２ 震度５弱及び５強の地震が発

生したとき。 

３ その他必要により本部長が当

該非常配備を指令したとき。 

関係各班の所要の

人員をもって当たる

もので、災害発生と

ともにそのまま直ち

に非常活動開始でき

る体制とする。 

全対策部 １ 情報の収集

及び伝達 

２ 関係機関及

び各対策部と

の連絡・連携 

３ 応急措置の

実施 

第３非常

配備 

１ 広域にわたる災害の発生が予

想される場合又は災害が発生し

たとき。 

２ 震度６弱以上の地震が発生し

たとき。 

３ その他必要により本部長が当

該非常配備を指令したとき。 

 本部の全員をもっ

て当たるもので、状

況によりそれぞれの

災害応急活動ができ

る体制とする。 

全対策部 １ 災害対策業

務の実施 
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(2)  本部職員等に対する伝達方法 

   ア 平常執務時の伝達系統 

      職員の動員は、本部の配備体制にしたがって本部長の決定に基づき、総務対策部長が各対策

部長に対して庁内放送、電話等で行う。 

(ｱ)  本部職員等に対する伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ｲ) 本部職員等（地域支部）に対する伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

イ 休日及び夜間の伝達系統 

警備員は、次の情報を受けたときは、危機対策室参事に連絡する。 

(ｱ)  災害発生のおそれのある防災気象情報等が関係機関等から通報され、緊急に応急措置を実

施する必要があると認められたとき。 

(ｲ) 災害が発生し、緊急に応急措置を実施する必要があると認められたとき。 

(ｳ) 災害発生のおそれがある異常現象の通報があったとき。 

(ｴ)  各班及び各課は、職員の動員が迅速に行えるよう「非常参集連絡網」を作成し、常に備え

て置くものとする。 

(3)  職員の非常登庁 

     職員は、勤務時間外、休日等において登庁の指示を受けたとき又は災害が発生、あるいは災害

発生の情報を察知したときは、所属長と連絡し、あるいは自らの判断により登庁する。 

(4)  現場連絡員 

現場の活動を円滑に行うため、必要により部長が指名する現場連絡員を置く。現場連絡員は、

現場の状況を所属班長及び本部員に報告するとともに指示を受け、現場での指揮監督を行うもの

とする。 

(5)  配備体制の確立報告 

     本部長の指示に基づき、各班が配備体制を確立したときは、各班長は直ちに本部長に報告する

ものとする。 

本 部 長 

（配備の決定） 

班    員 

副本部長 

 

休日又は退庁

後警備員 
各対策副部長 

各  班  長 

危機対策室参事 

各 対 策 部 

長 

地域支部長 

総務対策部長 
兼(危機対策室長） 
 

班   員 

本 部 長 

（配備の決定） 

 

副本部長 
総務対策部長 

兼（危機対策室長） 
 

危機対策室員 

地域副支部長 
（総合支所参事） 

地域支部長 

各 班 長 
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(6)  各班別動員要請 

災害時の状況及び応急措置の推進により、本部長は、必要に応じて各班の所属する班員を他の

班に応援させるものとする。 

     災害の状況により、応援を必要とする班にあっては、班長が総務班長を通じて本部長に申し出

し、必要な応援を受けるものとする。 

７ 非常配備体制後の活動 

(1)  本部長は、非常配備を決定したときは、直ちにその旨を各対策部長に通知する。 

(2) 本部長より通知を受けた各対策部長は、直ちに所定の配備を行い、これを本部長に報告するも

のとする。 

(3)  各対策部長は、職員の動員が迅速かつ適確に行われるよう、常に体制の整備をしなければなら

ない。 

(4)  非常配備体制下の活動は、おおむね次のとおりとする。 

配備種別 活動内容 

警戒配備 １ 危機対策室長は、本部長の配備指令を受け、危機対策室員をもって体制をとる。 

２ 危機対策室長は、網走地方気象台その他関係機関と連絡をとり、防災気象情報

の収集を実施する。 

第１非常配備 １ 総務対策部長は、本部長の配備指令を受け、各対策部長に通知する。 

２ 総務対策部長は、網走地方気象台その他関係機関と連絡をとり、防災気象情報、

対策通報等を関係対策部長に伝達する。 

３ 総務対策部長は、雨量、水位等に関する情報を関係機関から収集するものとす 

る。 

４ 各対策部長は、総務対策部長からの情報や連絡に即応し、情勢に対応する措置

をとるものとする。 

５ 第１非常配備に就く職員は、各自の所属する対策部に待機するものとする。 

第２非常配備 １ 本部長は、本部の機能を円滑にし、非常配備体制を確立するため、必要に応じ

て本部員会議を開催する。 

２ 各対策部長は、情報の収集と伝達体制を強化する。 

３ 総務対策部長は各対策部長及び関係機関との連携を密にし、緊急措置について

本部長に報告するものとする。 

４ 各対策部長は、次の措置をとり、その状況を本部長に報告するものとする。 

(1)  事態の重要性を職員に徹底させ、所要の人員を非常業務につかせるものとす

る。 

(2)  装備、資材、物資、設備、機械等を点検し、必要に応じて被災現地へ配置す

るものとする。 

(3)  各対策部及び関係機関との連絡を密にし、活動体制を整備するものとする。 

第３非常配備 各対策部長は、災害対策活動に全力を集中するとともに、その活動状況を本部長

に逐次報告するものとする。 

８ 消防機関に対する協力要請 

遠軽地区広域組合消防本部・遠軽地区広域組合消防署・遠軽地区広域組合遠軽町消防団（以下「消

防機関」という。）の災害時における活動については、消防計画によりその実施に当たるものである

が、消防機関に対する協力要請は、遠軽地区広域組合管理者又は消防本部消防長に対して行うもの

とする。 
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別図２ 災害対策本部組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本部員会議参集者（遠軽地区広域組合消防署） 

  

  支部員会議参集者（消防署長） 

 

 

 

 

 

本

部 

本部員会議 

総務対策部長 

兼危機対策室長

総務部長 

 

 

同副部長 

総務課長 

情報管財課長 

企画課長 

財政課長 

税務課長 

ジオパーク推進課長 

滞納対策室長 

出納課長 

総務班   総務課員 

情報管財班 情報管財課員 

企画班   企画課員 

ジオパーク推進課員 

財政班   財政課員 

税務班   税務課員 

      滞納対策室員 

出納班   出納課員 

 

 

民生対策部長 

民生部長 

同副部長 

保健福祉課長 

住民生活課長 

子育て支援課長 

 

民生班   保健福祉課員 
医療班   保健福祉課員 
保育班   子育て支援課員 
衛生班   住民生活課員 
住民生活班 住民生活課員 

経済対策部長 

経済部長 

技 監 

同副部長 

農政林務課長 

商工観光課長 

建設課長 

水道課長 

農務班   農政林務課員 
林務班   農政林務課員 
畜産班   農政林務課員 
商工班   商工観光課員 
建設班   建設課員 
車両班   建設課員 
水道班   水道課員 
下水班   水道課員 

教育対策部長 

教育委員会 

教育部長 

同副部長 

総務課長 

社会教育課長 

図書館長 

教育班   総務課員 

施設班   社会教育課員 

給食班   総務課員 

      学校給食センター職員 

指定対策部長 

議会事務局長 

指定班  議会事務局員 

農業委員会事務局員 

選挙管理委員会事務局 

地域住民班 総合支所職員 

産業班   総合支所職員 

教育班   教育センター員 

現地災害対策本部（現地災害対策本部長） 現地災害対策本部員 

危機対策室参事 危機対策室員 

同副支部長 

総合支所参事 

教育センター長 
地域支部 
地域支部長 

総合支所長 

 

支部員会議 

本部長 
町 長 
副本部長 

副町長 

教育長 

遠軽地区広域 

組合消防長 
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別表２ 災害対策本部の業務分担 

（本 部）                    （地域支部） 

部 名 班 名 業務分担 部(班)名 業務分担 

総務 

対策部 

総務班 

 

危機対

策室 

 

 

１ 災害対策の総括に関すること。 

２ 防災会議その他関係機関との

連絡調整に関すること。 

３ 災害対策本部の設置及び廃止

に関すること。 

４ 避難の指示等に関すること。 

５ 庁内の非常配備体制に関する

こと。 

６ 防災気象情報の収集、伝達に関

すること。 

７ 自衛隊の派遣要請依頼に関す

ること。 

８ 北海道及び他市町村に対する

応援要請に関すること。 

９ 被害状況調査の取りまとめ総

括及び報告に関すること。 

10 職員の動員計画及び非常招集

に関すること。 

11 各地域支部との人員調整に関

すること。 

12 災害時の労働力確保に関する

こと。 

13 本部長及び副本部長の秘書に

関すること。 

14 災害見舞、視察者に関するこ

と。 

15 部内の連絡調整に関すること。 

16 各対策部との連絡調整に関す

ること。 

17 その他各部、各班に属さない事

項 

地域支部 

地域住民

班 

１ 地域災害対策の総括に関す

ること。 

２ 地域対策部の運営に関する

こと。 

３ 庁内の非常配備体制に関す

ること。 

４ 防災気象情報の収集、伝達に

関すること。 

５ 地域支部の被害状況調査の

取りまとめ総括及び報告に関

すること。 

６ 支所職員の動員計画及び非

常招集に関すること。 

７ 本部との人員調整に関する

こと。 

８ 災害時の労働力確保に関す

ること。 

９ 町有財産の被害調査及び応

急対策に関すること。 

10 町有財産の緊急使用に関す

ること。 

11 災害時の車両の確保に関する

こと。 

12 庁舎の災害対策に関するこ

と。 

13 災害対策の要望及び陳情に

関すること。 

14 避難の指示等の伝達に関す

ること。 

15 災害の広報に関すること。 

16 被害状況等の撮影及び記録

に関すること。 

17 報道機関との連絡調整に関

すること。 

18 被災地及び避難所の広報活

動に関すること。 

19 災害に係る相談に関すること。 

20 地域支部内の連絡調整に関

すること。 

21 本部との連絡調整に関する

こと。 

22 災害救助法に基づく救助活

動全般に関すること。 

23 指定避難所の開設に関する 

こと。 

24 被災者名簿の作成に関する

こと。 

25 被災者の避難誘導に関する

こと。 

情 報 管

財班 

１ 町有財産の被害調査及び応急

対策に関すること。  

２ 町有財産の緊急使用に関する

こと。 

３ 災害時の車両(建設課所管のも

のは除く)の確保に関すること。  

４  庁舎の災害対策に関すること。 

企画班 １ 災害対策の要望及び陳情に関

すること。       

２ 避難の指示等の伝達に関する

こと。 
３ 災害の広報に関すること 
４ 被害状況等の撮影及び記録に
関すること。 
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部 名 班 名 業務分担 部(班)名 業務分担 

総務 

対策部 

企画班 ５ 報道機関との連絡調整に関す

ること。 

６ 被災地及び指定避難所の広報

活動に関すること。 

７ 災害に係る相談に関すること。 

地域支部 

地域住民

班 

26 被災者への食料品の供給及

び生活必需品の給与、貸与に関

すること。 

27 被災者及び災害応急対策従事

者の炊き出しに関すること。 

28 災害救助物資及び義援金の募

集、配分に関すること。 

29 災害弔慰金、見舞金等の支

給、災害援助資金の貸付に関す

ること。 

30 防災ボランテイアの受け入

れに関すること。 

31 行方不明者の捜索に関する

こと。 

32 死体の処理及び埋葬に関す

ること。 

33 被災者の生活保護指導に関

すること。 

34 社会福祉施設の被害調査及び

応急対策に関すること。 

35 要配慮者支援に関するこ

と。 

36 災害時における医療及び助

産に関すること。 

37 医療班の編成及び巡回診療

に関すること。 

38 医療救護所の運営に関する

こと。 

39 災害時の医薬品の確保及び

供給に関すること。 

40 感染症の予防に関すること。 

41 被災者に対する保健指導及

び栄養指導に関すること。 

42 保健医療施設の被害調査及

び応急対策に関すること。 

43 被災者に対する町税の減免

及び徴収猶予に関すること。 

44 固定資産等の被害調査に関

すること。 

45 り災証明に関すること。 

46 保育所の被害調査及び応急

対策に関すること。 

47 保育園児等の避難誘導に関

すること。 

48 被災地の環境保全及び公害

対策に関すること。 

49 被災地の防疫に関すること。 

50 災害時の衛生資材の確保及

び供給に関すること。 

51 災害時における清掃及び廃

棄物の処理に関すること。 

財政班 １ 災害対策の予算措置及び経理

に関すること。 

２ 災害応急及び復旧対策に要す

る資金計画に関すること。 

３ 災害応急対策等に要する資材、

物品の購入計画に関すること。 

税務班 １ 被災者に対する町税の減免及

び徴収猶予に関すること。 

２ 固定資産等の被害調査に関す

ること。 

３ り災証明に関すること。 

出納班 １ 災害時の出納事務に関するこ

と。 

民生 

対策部 

民生班 １ 災害救助法に基づく救助活動
全般に関すること。 

２ 指定避難所の開設に関するこ
と。 

３ 被災者名簿の作成に関するこ
と。 

４ 被災者の避難誘導に関するこ
と。 

５ 被災者への食料品の供給及び
生活必需品の給与、貸与に関する
こと。 

６ 被災者及び災害応急対策従事

者の炊き出しに関すること。 
７ 災害救助物資及び義援金の募
集、配分に関すること。 

８ 災害弔慰金、見舞金等の支給、
災害援助資金の貸付に関するこ
と。 

９ 防災ボランテイアの受け入れ
及び調整に関すること。 

10 行方不明者の捜索に関するこ
と。 

11 遺体の処理及び埋葬に関する
こと。 

12 社会福祉協議会、日本赤十字社
等との連絡調整に関すること。 

13 被災者の生活保護指導に関す
ること。 

14 社会福祉施設の被害調査及び
応急対策に関すること。 

15 要配慮者支援に関すること。 
16 部内の連絡調整に関すること。 
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部 名 班 名 業務分担 部(班)名 業務分担 

民生 

対策部 

医療班 １ 災害時における医療及び助産

に関すること。 

２ 医療班の編成及び巡回診療に

関すること。 

３ 医療救護所の運営に関するこ

と。 

４ 災害時の医薬品の確保及び供

給に関すること。 

５ オホーツク総合振興局保健環

境部紋別地域保健室との連絡調

整に関すること。 

６ 医師会及び歯科医師会との連

絡調整に関すること。 

７ 感染症の予防に関すること。 

８ 被災者に対する保健指導及び

栄養指導に関すること。 

地域支部 

地域住民

班 

52 衛生施設の被害調査及び応

急対策に関すること。 

53 被災地の交通安全対策に関

すること。 

54 災害時の防犯に関すること。 

55 住民組織等との連絡調整に関

すること。 

56 住民生活施設の被害調査及び

応急対策に関すること。 

57 その他各班に属さない事項 

保育班 １ 保育所・児童館の被害調査及

び応急対策に関すること。 

２ 保育園児等の避難誘導に関す

ること。 

衛生班 １ 被災地の環境保全及び公害対

策に関すること。 

２ 被災地の防疫に関すること。 

３ 災害時の衛生資材の確保及び

供給に関すること。 

４ 災害時における清掃及び廃棄

物の処理に関すること。 

５ 衛生施設の被害調査及び応急

対策に関すること。 

６ 家庭動物の収容調整 

住 民 

生活班 

１ 被災地の交通安全対策に関す

ること。 

２ 災害時の防犯に関すること。 

３ 住民組織等との連絡調整に関

すること。 

４ 住民生活施設の被害調査及び

応急対策に関すること。 

経済 

対策部 

農務班 １ 農地、農作物及び農業施設の

被害調査及び応急対策に関する

こと。 

２ 被災農家の援護及び応急対策

に関すること。 

３ 被災農作物の防疫に関するこ

と。 
４ 農作物種苗等生産資材の確保
に関すること。 

５救農事業の実施に関すること。 
６ 災害用主要食料の調達に関す
ること。 

 
 
 

地域支部 

産業班 

１ 農地、農作物及び農業施設

の被害調査及び応急対策に関

すること。 

２ 被災農家の援護及び応急対

策に関すること。 

３ 被災農作物の防疫に関する

こと。 
４ 農作物種苗等生産資材の確
保に関すること。 

５救農事業の実施に関すること 
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部 名 班 名 業務分担 部(班)名 業務分担 

経済 

対策部 

林務班 １ 林地、林産物及び林業施設の

被害調査及び応急対策に関する

こと。 

２ 山火事予消防に関すること。 

３ 応急融資に関すること。 

４ 被災林野の病害虫の防疫に関

すること。 

地域支部 

産業班 

６ 災害用主要食料の調達に関す

ること。 

７ 林地、林産物及び林業施設

の被害調査及び応急対策に関

すること。 

８ 山火事予消防に関すること。 

９ 被災林野の病害虫の防疫に

関すること。 

10 家畜の被害調査及び応急対

策に関すること。 

11 被害家畜の防疫に関するこ

と。 

12 家畜飼料の確保に関するこ

と。 

13 被災地の死亡獣畜の処理に

関すること。 

14 商工業者の被害調査及び応

急対策に関すること。 

15 観光関係施設の被害調査及

び応急対策に関すること。 

16 災害時の消費物資の確保に

関すること。 

17 災害時の物価対策に関する

こと。 

18 道路、橋梁、河川等土木施

設の被害調査及び応急対策に

関すること。 

19 災害時の建築相談及び指導

に関すること。 

20 応急仮設住宅等の建築に関

すること。 

21 震災建築物応急危険度判定

業務に関すること。 

22 交通不能箇所の調査及び通

行路線の確保に関すること。 

23 災害にあった公営住宅の復

旧に関すること。 

24 土木建設機械の運用に関す

ること。 

25 災害応急資材の調達、配

分、備蓄に関すること。 

26 障害物除去に関すること。 

27 被災者、避難者等の輸送配

車に関すること。 

28 応急、復旧資材の輸送に関

すること。 

29 救援物資、医薬品等の輸送

に関すること。 

30 水道施設の被害調査及び応

急対策に関すること。 

畜産班 １ 家畜の被害調査及び応急対策

に関すること。 

２ 被害家畜の防疫に関するこ

と。 

３ 家畜飼料の確保に関するこ

と。 

４ 被災地の死亡獣畜の処理に関

すること。 

商工班 １ 商工業者の被害調査及び応急

対策に関すること。 

２ 被災商工業者の融資に関する

こと。 

３ 観光関係施設の被害調査及び

応急対策に関すること。 

４ 災害時の消費物資の確保に関

すること。 

５ 災害時の物価対策に関するこ

と。 

建設班 １ 道路、橋梁、河川等土木施設

の被害調査及び応急対策に関す

ること。 

２ 災害時の建築相談及び指導に

関すること。 

３ 応急仮設住宅等の建築に関す

ること。 

４ 震災建築物応急危険度判定業

務に関すること。 

５ 交通不能箇所の調査及び通行

路線の確保に関すること。 

６ 災害にあった公営住宅の復旧

に関すること。 

７ 土木建設機械の運用に関する

こと。 

８ 災害応急資材の調達、配分、

備蓄に関すること。 

９ 障害物除去に関すること。 

10 部内の連絡調整に関するこ

と。 

車両班 １ 被災者、避難者等の輸送配車

に関すること。 
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部 名 班 名 業務分担 部(班)名 業務分担 

経済 

対策部 

車両班 ２ 応急、復旧資材の輸送に関す

ること。 

３ 救援物資、医薬品等の輸送に

関すること。 

地域支部 

産業班 

31 応急給水及び飲料水の供給

に関すること。 

32 下水道施設の被害調査及び

応急対策に関すること。 

33 終末処理場の被害調査及び

応急対策に関すること。 

水道班 １ 水道施設の被害調査及び応急

対策に関すること。 

２ 応急給水及び飲料水の供給に

関すること。 

下水班 １ 下水道施設の被害調査及び応

急対策に関すること。 

２ 終末処理場の被害調査及び応

急対策に関すること。 

教育 

対策部 

教育班 １ 学校教育施設の被害調査及び

応急対策に関すること。 

２ 被災学校の児童生徒の保護計

画及び実施に関すること。 

３ 被災学校の医療及び防除に関

すること。 

４ 被災学校の児童生徒に対する

学用品、教材、教科用図書等の

支給に関すること。 

５ 被災児童生徒の応急教育対策

に関すること。 

６ 災害時の学校経営対策に関す

ること。 

７ 部内及び各学校等との連絡調

整に関すること。 

地域支部 

教育班 

１ 社会教育施設の被害調査及

び応急対策に関すること。 

２ 体育施設の被害調査及び応急

対策に関すること。 

３ 文化財の保護及び応急対策

に関すること。 

４ 給食施設の保全及び応急対

策に関すること。 

５ 被災者及び災害応急対策従

事者への炊き出しに関するこ

と。 

施設班 １ 社会教育施設の被害調査及び

応急対策に関すること。 

２ 体育施設の被害調査及び応急

対策に関すること。 

３ 文化財の保護及び応急対策に

関すること。 

給食班 １ 給食施設の保全及び応急対策

に関すること。 

２ 被災者及び災害応急対策従事

者への炊き出しに関すること。 

指定 

対策部 

指定班 １ 本部長の指定する各対策部へ

の応援協力に関すること。 
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第２節 気象情報等伝達計画 
 
暴風、豪雨、豪雪、洪水等異常な気象、地象（地震、火山を除く。）及び水象等による災害を未然に

防止し、また、その被害を軽減するために必要な気象、地象（地震、火山を除く。）及び水象（地震に
密接に関するものを除く）等の特別警報、警報、注意報並びに防災気象情報の収集・伝達方法等に関す
る計画は、次に定めるところによる。 

 

第１ 特別警報、警報、注意報、土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報及び火災気象通報 

気象等に関する特別警報、警報、注意報、土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報並びに火災気象通
報の発表、伝達等は、気象業務法（昭和２７年法律第１６５号）、水防法（昭和２４年法律第１９３
号）及び消防法（昭和２３年法律第１８６号）、及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策
の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）の規定に基づき行うもので、特別警報、警報、注意
報等の種類、発表基準、発表方法、伝達方法等は次によるものとする。 
１ 特別警報、警報、注意報の種類及び発表基準は、別表１及び別表２のとおりである。 

２ 総務部危機対策室参事は特別警報、警報、注意報及び気象情報等の伝達を受けたとき、又は災害
に至る可能性のある情報を知ったときは、別図１の系統により速やかに防災関係機関や職員に連絡
する。ただし、連絡の必要がないと判断した情報は、その全部又は一部を省略することができる。 
なお、夜間休日は警備員が受け、総務部危機対策室参事に報告するものとする。 

別表１ 特別警報、警報、注意報の種類及び発表基準 
１ 気象特別警報、警報・注意報 
(1) 気象特別警報 

予想される現象が特に異常であるため、重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合、その

旨を警告して行う予報。発表は市町村単位で発表される。 

大雨特別警報 大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに

発表される。大雨特別警報は、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水

害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記

される。災害が発生又は緊迫している状況であり、命の危険が迫っているため直

ちに身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル５に相当。 

暴風特別警報 暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに

発表される。 

暴風雪特別警報 雪に伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大き

いときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる

規程障害等による重大な災害」のおそれについても警戒が呼びかけられる。 

大雪特別警報 大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに

発表される。 

※ 地面現象の特別警報は、大雨特別警報に含めて「大雨特別警報（土砂災害）」として発表される 
(2) 気象警報（別表２「警報、注意報基準」参照） 

大雨警報 大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、
浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。大雨警報（土砂災害）は、高
齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

大雪警報 大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

暴風警報 暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

暴風雪警報 雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ
れる。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害などによる
重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかける。 
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 (3)  気象注意報（別表２「警報、注意報基準」参照） 

大雨注意報 大雨により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。ハザードマ

ップによる災害リスクの再認識等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる
警戒レベル２である。 

大雪注意報 大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

強風注意報 強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

風雪注意報 雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 
「強風による雪害」に加えて、「雪を伴うことによる視程障害等による災害」のおそ
れについても注意を行う。 

濃霧注意報 濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

雷注意報 落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。また、発達

した雷雲の下で発生することの多い竜巻等の突風や「ひょう」による災害についての
注意喚起が付加されることもある。急な強い雨への注意についても雷注意報で呼びか
けられる。 

乾燥注意報 空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 
具体的には、火災の危険が大きい気象条件を予想した場合に発表される。 

なだれ注意報 「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

着氷注意報 著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 
具体的には、通信線や送電線、船体等などへの被害が起こるおそれのあるときに発表
される。 

着雪注意報 著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

具体的には、通信線や送電線、船体等などへの被害が起こるおそれのあるときに発表
される。 

融雪注意報 融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的には
、浸水害、土砂災害等などの災害が発生するおそれがあるときに発表される。 

霜注意報 
霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的には、

早霜や晩霜により農作物への被害が起こるおそれのあるときに発表される。 

低温注意報 低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。具体的には

、低温による農作物等への著しい被害や、冬季の水道管凍結や破裂による著しい被害

が発生するおそれがあるときに発表される。 

 

 ２ 洪水警報及び注意報（別表２「警報、注意報基準」参照） 

洪水警報 河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生するおそれが
あると予想されたときに発表される。河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重
大な災害が対象としてあげられる。高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる
警戒レベル３に相当。 

洪水注意報 河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再
確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

※ 地面現象及び浸水警報・注意報は、その警報及び注意報事項を気象警報及び気象注意報に含め 

て行われる。 
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３ 防災気象情報と警戒レベル・警戒レベル相当情報との関係 
警

戒 

レ

ベ

ル 

状 況 

住民が 

とるべき

行動 

住民に行動

を促す情報

（避難情報

等） 

 

警戒 
レベル

相当 

情報 

住民が自ら行動をとる際の判断に参考となる情報 

洪水に関する情報 

土砂災害に 

関する情報 
水位情報が 

ある場合 

水位情報が 

ない場合 

内水氾濫に

関する情報 

５ 
災害発生 

又は切迫 

命の危険 

直ちに安

全確保 

緊急安全 

確保 
（必ず発令さ

れるものでは

ない）
 

５ 

相当 

氾濫発生情報 

危険度分布：黒 
（氾濫している可能性）  

大雨特別警報（浸水害） 

危険度分布：黒 

大雨特別警報 

（土砂災害） 

危険度分布：黒 

～＜警戒レベル４までに必ず避難＞～  

４ 
災害のお

それ高い 

危険な場

所から全

員避難 

避難指示 
（従来の避難

勧告のタイミ

ングで発令） 

４ 

相当 

氾濫危険情報 

危険度分布：紫 

 

危険度分布：紫 
（危険） 

内水氾濫 

危険情報 
（水位周知下水

道において発表

される情報） 

土砂災害警戒情

報 

危険度分布：紫 
（非常に危険） 

３ 
災害のお

それあり 

危険な場

所から高

齢者等は

避難 

高齢者等 

避難 

３ 

相当 

氾濫警戒情報 

危険度分布：赤 

洪水警報 

危険度分布：赤 
（警戒） 

 大雨警報 

（土砂災害） 

危険度分布：赤 
（警戒） 

２ 
気象状況

悪化 

自らの避

難行動を

確認する 

大雨・洪水

注意報 

２ 

相当 

氾濫注意情報 

危険度分布：黄 
（氾濫注意水位超過） 

 

危険度分布：黄 
（注意） 

  

危険度分布：黄 
（注意） 

１ 

今後気象

状況悪化

のおそれ 

災害への

心構えを

高める 

早期注意 

情報 

１ 

相当 

    

４ キキクル等（大雨警報・洪水警報の危険度分布） 

種 類 概   要 

土砂キキク

ル（大雨警

報（土砂災

害）の危険

度分布※ 

大雨による土砂災害発生の危険度が高まりの予測を、地図上で１㎞四方の領域ごとに５段

階に色分けして示す情報。２時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時10

分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、危

険度が高まっている場所を面的に認識することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の

確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

浸水キキク

ル（大雨警

報（浸水害）

の危険度分

布） 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１㎞四方の領域ごとに

５段階に色分けして示す情報。１時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時１０分ごと

に更新しており、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面

的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警戒レベル５に相当。 

洪水キキク

ル（洪水警

報の危険度

分布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河川）の洪水害発

生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね１㎞ごとに５段階に色分けして示す

情報。３時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時１０分ごとに更新しており、洪水警報

等が発表されたきに、危険度が高まっている場所を面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再認識等、避難に備え自らの避難行動の

確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

流域雨量指

数の予測値 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河川）の、上流域

での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度の高まりの予測を、洪水警報等の基準への到達

状況に応じて危険度を色分けした時系列で示す情報．６時間先までの雨量分布の予測（降水短

時間予報等）を用いて常時10分ごとに更新している。 

 

 

警戒レ

ベル相

当情報

の他、

暴風や

日没の

時刻、

堤防や

樋門等

の施設

に関す

る情報

なども

参考

に、総

合的に

避難指

示等の

発令を

判断す

る。 
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５ 水防活動用の気象予報及び警報 

水防活動の利用に適合する警報及び注意報は、次の表の左欄に掲げる種類ごとに、同表の右欄に

掲げる警報及び注意報により代行する。 

その種類は次のとおりであり、伝達は、次の系統により行う。 

(1)  種  類 

水防活動用気象警報 大雨警報 

大雨特別警報 

水防活動用気象注意報 大雨注意報 

水防活動用洪水警報 洪水警報 

水防活動用洪水注意報 洪水注意報 

(2)  伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（    は放送・無線） 

※ 太枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第８条第３号、４号の規定に基づく法定伝達先。 

（気象業務法第１４条第１項から第３項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

網
走
地
方
気
象
台 

北 海 道 開 発 局 
網 走 開 発 建 設 部 

北 海 道 警 察 
北 見 方 面 本 部 

北 海 道 

（危機対策課） 

ＮＴＴ東日本（仙台センタ） 
ＮＴＴ西日本（福岡センタ） 
 

 
ＮＨＫ 

北 見 放 送 局 

水
防
団
・
消
防
機
関 

 

遠
軽
町
（
水
防
管
理
者
） 

オホーツク総合振興局 
（危機対策室） 

(対策通報) 

報道機関 

消 防 庁 

（警報のみ） 

 

北海道 
（建設部維持管理防災課） 

(対策通報) 

一
般
住
民 

遠軽警察署 

各事務所 
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６ 土砂災害警戒情報 

(1)  大雨警報（土砂災害）の発表後、命の危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状

況となったときに、市町村の避難情報の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するため、対象

となる市町村を特定して警戒が呼びかけられる情報で、オホーツク総合振興局と気象台から共同

で発表される。市町村で危険度が高まっている詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）

の危険度分布）で確認することができる。 

（https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:land） 

危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

(2)  伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 対策通報については、必要に応じて通報。 

 

７ 指定河川洪水予報 

河川の増水や氾濫などに対する水防活動の判断や住民の避難行動の参考となるように、あらかじ

め指定した河川（以下「洪水予報河川」という。）について、区間を決めて水位又は流量を示して

発表する警報及び注意報。警戒レベル２～５に相当する。 

また、国土交通省と共同で指定河川洪水予報を実施する河川においては、大雨特別警報の警報等

への切替時に、それ以降に河川氾濫の危険性が高くなると予測された場合には、臨時の指定河川洪

水予報を発表する。 

(1)  指定河川 

水系名 河川名 
洪水予報区 

左    岸 右    岸 

湧別川 湧別川 
自 遠軽町清川４９６番地先 

至 海 

自 遠軽町野上１５３番地先 

至 海 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

網走地方気象台 

オホーツク総合振興局 

（網走建設管理部） 

北海道警察 

北見方面本部 

北海道開発局 

網走開発建設部 

北 海 道 

オホーツク総合振興局 

（危機対策室） 

NHK北見放送局 

（対策通報） 

消 防 庁 

報道機関 

遠
軽
町
（
水
防
管
理
者
） 

一
般
住
民
・
要
配
慮
者
支
援
者
関
連
施
設 

遠軽警察署 

各事務所 

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:land
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(2)  種類及び発表基準 

種  類 標  題 概  要 

洪水警報 氾濫発生情報 氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表される。 

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動が必要となる。 

 災害がすでに発生している状況であり、命の危険が迫っているため

直ちに身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル５に相当 

氾濫危険情報 基準地点の水位が氾濫危険水位に達したとき、氾濫危険水位以上の

状態が継続しているときに発表される。 

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発生に対す

る対応を求める段階であり、避難指示の発令の判断の参考とする。 

危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

氾濫警戒情報 基準地点の水位が氾濫危険水位に達すると見込まれるとき、避難判

断水位に達しさらに水位の上昇が見込まれるとき、氾濫危険情報を発

表中に氾濫危険水位を下回ったとき（避難判断水位を下回った場合を

除く）、避難判断水位を超える状況が継続しているとき（水位の上昇

の可能性がなくなった場合を除く）に発表される。 

高齢者等避難の発令の判断の参考とする。高齢者等は危険な場所か

らの避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

洪水注意報 氾濫注意情報 基準地点の水位が氾濫注意水位に達し、さらに水位の上昇が見込ま

れるとき、氾濫注意水位以上でかつ避難判断水位未満の状態が継続し

ているとき、避難判断水位に達したが水位の上昇が見込まれないとき

に発表される。 

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避

難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

(3)  伝達系統図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（- - - - - は放送） 

※太枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第８条第４号の規定に基づく法定伝達先。（気象業務法第１５条） 

 

北海道警察 

北見方面本部 

水防団・ 

消防機関 

 

一般住民 

 

関
係
水
防
管
理
者 

（
市
町
村
長
） 

 

オホーツク総合振興局 

（危機対策室） 

（対策通報） 

網走地方気象台 

（対策通報） 

（警報のみ） 

網走開発建設部 

ＮＨＫ北見放送局 

報道機関 

北 海 道 

（危機対策課） 

消 防 庁 

NTT東日本（仙台ｾﾝﾀ） 

NTT西日本（福岡ｾﾝﾀ） 

オホーツク総合振興局 

（網走建設管理部） 
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８ 水防警報（水防法第１６条） 

水防警報指定河川についての水防警報は北海道開発局網走開発建設部またはオホーツク総合振

興局網走建設管理部が発表し、指定する河川及び伝達は次のとおりとする。 

(1)  国土交通大臣が水防警報を行うために指定した河川 

水系名 河川名 関係市町村 

湧別川 湧別川 遠軽町、湧別町 

(2)  北海道知事が水防警報を行うために指定した河川 

水系名 河川名 関係市町村 

湧別川 生田原川 遠軽町 

(3)  伝達系統図 

   ア 網走開発建設部が発表する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ オホーツク総合振興局網走建設管理部が発表する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道開発局 

網走地方気象台 

北海道 
（維持管理防災課） 

陸上自衛隊 

第２５普通科連隊 

北海道警察 

 北見方面本部 

オホーツク総合振興局 

（網走建設管理部） 

遠軽町 

（水防管理者） 

水防上の関係機関 

消防機関 

北海道開発局 

網走開発建設部 

網走地方気象台 

北海道 

（危機対策課） 

北海道 
（維持管理防災課） 

北海道警察 

 北見方面本部 

オホーツク総合振興局 

（網走建設管理部） 

遠軽町 

（水防管理者） 

水防上の関係機関 

消防機関 

建設管理部出張所 陸上自衛隊 

第２５普通科連隊 

遠軽 

警察署 

遠軽 

警察署 

オホーツク総合振興局 

（危機対策室） 
網走開発建設部 

北海道 

（危機対策課） 

オホーツク総合振興局 

（危機対策室） 
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９ 火災気象通報（林野火災気象通報） 

火災気象通報の発表及び終了の通報は、消防法第２２条の規定に基づき、網走地方気象台から北

海道に通報するものとする。通報を受けた北海道は、管内市町村に通報するものとし、町長は、こ

の通報を受けたとき、又は気象の状況から火災の予防上危険であると認めたときは、火災警報を発

令することができるものとする。また、林野火災気象通報は、火災気象通報の一部として行う。 

(1)  通報基準 

地域名 

（一時細分区域名） 
通 報 基 準 

紋別地方 
実効湿度６０％以下で最小湿度３０％以下、若しくは、平均風速が

１２m/ｓ以上と予想される場合。 

※ 紋別小向（アメダス）の観測地は西～北西の風においては１５m/s、雄武特別地域気象観測所

の観測値は西南西の風においては１５m/sを目安とする。 

※ 上記通報基準の平均風速は陸上を対象とした予測である。また、平均風速が基準以上の予想

であっても降雨及び降雪の状況によっては火災気象通報を行わない場合がある。 

(2)  伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 （       林野火災発生通報のみ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オホーツク総合振興局 
（西部森林室遠軽事務所） 

消 防 本 部  

消 防 署 

オホーツク総合振興局 

(危機対策室) 

協力関係機関 

一 般 住 民 

網走西部森林管理署 

遠 軽 町 

北 海 道 
網

走

地

方

気

象

台 
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10 気象情報等 

  (1) 早期注意情報（警報級の可能性） 

    ５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表される。当日から翌日に

かけて時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（網走・北見・紋別地方など）

で２日先から５日先にかけては、日単位で週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（網走・北

見・紋別地方など）で発表される。大雨に関して、［高］又は［中］が予想されている場合は、

災害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル１である。 

 (2)  地方気象情報、府県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・

警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を補完的に解説する場合等に発表する

情報。 

(3)  台風に関する気象情報 

北海道地方への台風の影響が予想される場合に、住民に対して、台風の状況の周知と防災対策

の必要性を喚起することを目的として発表する情報。 

(4)  記録的短時間大雨情報数 

大雨警報発令中の数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１時間降水量）が観測（地

上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）され、か

つキキクル（危険度分布）の「危険（紫）」が出現している場合に気象庁から発表される。 

   この情報が発表されたときは、土砂災害及び低地の浸水、中小河川の増水・氾濫による災害発 

生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている 

場所については、キキクル（危険度分布）で確認する必要がある。 

    土砂キキクル（危険度分布） https:/www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:land 

    浸水キキクル（危険度分布） https:/www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:inund 

    洪水キキクル（危険度分布） https:/www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:flood 

 (5) 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情

報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況と

なっている時に発表する情報。なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確度

ナウキャストで確認することができる。また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報が

あった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まってい

る旨を発表する。この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。 

※ 雨雲の動き（降水・雷・竜巻ナウキャスト）:https://www.jma.go.jp/bousai/nowc/ 
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別表２ 警報、注意報基準 

遠軽町 府県予報区 網走・北見・紋別地方 

一次細分区域 紋別地方 

市町村等をまとめ

た地域 

紋別南部 

警報 大雨（浸水害） 表面雨量指数基準 11 

大雨（土砂災害） 土壌雨量指数基準 130 

洪水 流域雨量指数基準 湧別川流域＝42.5 サナブチ川流域＝11.4 

生田原川流域＝20.6、丸瀬布川流域＝19.5、 

浦島内川流域＝10.8、武利川流域＝28、 

支湧別川流域＝19.8 

複合基準 － 

指定河川洪水予報に

よる基準 

湧別川[遠軽] 

暴風 平均風速 20m/s 

暴風雪 平均風速 18m/s 雪による指定障害を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 50cm 

注意報 大雨 表面雨量指数基準 ７ 

土壌雨量指数基準 88 

洪水 雨量基準 － 

流域雨量指数基準 湧別川流域＝34 サナブチ川流域＝9.1、 

生田原川流域＝16.4、丸瀬布川流域＝15.6、 

浦島内川流域＝8.6、武利川流域＝22.4、 

支湧別川流域＝15.8 

複合基準 ※１  生田原川流域＝（5、13.8） 

丸瀬布川流域＝（5、15.6） 

指定河川洪水予報に

よる基準 

湧別川[遠軽] 

強風 平均風速 12m/s 

風雪 平均風速 10m/s 雪による指定障害を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 30cm 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪 70mm 以上：24時間雨量と融雪量（相当水量）の合計 

濃霧 視程 200m 

乾燥 最小湿度 30％ 実行湿度 60％ 

なだれ ①24時間降雪の深さ 30cm以上 

②積雪の深さ 50cm以上で、日平均気温 5℃以上 

低温 5 月～10月：（平均気温）平年より 4℃以上低い日が 2日以上継続 

11 月～4月：（最低気温）平年より 8℃以上低い 

霜 最低気温 3℃以下 

着氷 － 

着雪 気温 0℃くらいで、強度並以上の雪が数時間以上継続 

記録的短時間大雨情報 1 時間雨量 90mm 

※１（表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 
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別図１ 気象予報警報等の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 太枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第８条第１号の規定に基づく法定伝達先。（気象業務

法第１５条第１項） 

      （太線）は、特別警報が発表された際の気象業務法の規定に基づく通知若しくは周知義務が義務
付けられている伝達 

    無線、放送 

「気象等のに関する特別警報」が発表された場合、携帯電話事象者を介して携帯電話ユーザに

「緊急速報メール」が配信 

※対策通報については、必要に応じて通報。 

※夜間休日について 

１ 特別警報、警報及び注意報を受領したときは、警備員はただちに危機対策室参事に連絡し、その

旨当直日誌に記載すること。 

２ 危機対策室参事は、総務部長に連絡し、総務部長は町長の指示を受けること。 
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